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問

題

の

設

定

前
近
代
中
園
枇
舎
に
お
け
る
歴
史
紋
述
は
、

『
春
秋
』
以
来
の

「直
筆
」
の
理
念
に
基
づ
き
、
人
聞
が
現
貫
に
示
し
た
具
瞳
的
な
行
震
の
跡

を
記
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
き
た
。
政
治
史
料
も
同
様
な
趣
旨
の
も
と
、
起
居
注
、
貫
録
、
園
史
と
い
っ
た
編
纂
史
料
が
代
々
作
成
さ
れ
た
。

編
纂
時
に
集
め
ら
れ
た
膨
大
な
史
料
は
、
編
纂
過
程
と
と
も
に
枝
葉
末
節
は
削
除
さ
れ
、
事
件
の
経
緯

・
政
策
の
内
容
な
ど
の
政
治
の
根
幹
部

分
が
採
録
さ
れ
て
い
く
。
と
り
わ
け
削
除
さ
れ
る
の
が
、
政
治
家

・
政
治
集
圏
の
政
治
行
動
や
政
策
の
決
定
過
程
を
記
し
た
部
分
で
あ
っ
た
。

政
治
の
賞
態
は
、
買
施
さ
れ
た
政
策
、
或
い
は
事
件
の
顛
末
を
見
る
だ
け
で
は
う
か
が
い
知
れ
な
い
。
あ
る
政
治
現
象
が
、
ど
の
よ
う
な
主

瞳
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
力
の
源
泉
に
基
づ
き
、
い
か
な
る
過
程
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
て
い
く
の
か
、
政
治
の
入
出
力
の
様
態
を
動
態
的
ア
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。
ブ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
考
察
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
政
治
事
の
分
野
に
お
い
て
政
治
過
程
論
と
呼
ば
れ
る
ミ
ク
ロ
政
治
撃
の
手
法

で
あ
る
。
勿
論
、
こ
れ
ま
で
個
別
の
政
治
事
件
や
政
治
家

・
政
治
集
固
に
焦
貼
を
定
め
、
政
治
過
程
を
分
析
し
た
研
究
が
無
か
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
し
か
し
、
個
別
の
政
治
現
象
を
皐
に
分
析
す
る
だ
け
で
は
政
治
の
賞
態
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
そ
こ
に
は
政
治
過
程
を
解
明
す
る
分

(

1

)

 

析
覗
角

・
方
法
論
が
必
要
と
さ
れ
る
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
政
治
過
程
を
分
析
す
る
た
め
、
様
々
な
分
析
親
角
を
提
示
し
て
き
た
が
、
今
回
は
新

た
に
政
治
史
料
の
解
析
と
い
う
硯
貼
か
ら
こ
の
命
題
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
た
い
。

そ
れ
で
は
、
先
ず
宋
代
政
治
史
料
の
問
題
貼
に
鰯
れ
て
み
よ
う
。

現
在
の
宋
代
政
治
史
研
究
は
、

李
煮
の
『
績
資
治
逼
鑑
長
編
』

(以下、

李
心
俸
の
『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』

稽
〉
等
の
私
撲
の
編
年
瞳
史
料
を
中
心
に
研
究
が
準
め
ら
れ
て
い
る
。

『
長
編
』
と
略
稽
)
、

(以下、

『
要
録
』
と
略
稽
)
、

徐
夢
宰
の
『
三
朝
北
盟
曾
編
』

こ
れ
ら
の
史
料
は
、
李
烹
等
編
者
が
政
府
の
度
重
な
る
編
纂
過
程
を
経

(以下、

『
曾
編
』
と
略

て
作
ら
れ
た
官
撰
史
料
を
主
た
る
材
料
と
し
て
用
い
、

そ
の
内
容
を
整
理
し
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
問
題
貼
が
存
在
し

年
瞳
史
料
に
依
援
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

編
纂
史
料
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
こ
れ
ら
の
私
撰
の
編
年
睦
史
料
は
、
記
述
形
態
が
そ
れ
ぞ
れ
大
き
く
異
な

っ
て
い
る
。
そ
の
差
異
は
、
編
纂
者
の
編
纂
方
針
や
表
現
方
法
、

利
用
可
能
な
史
料
な
ど
に
よ
っ
て
生
じ
た
こ
と
が
珠
想
さ
れ
、
そ
の
差
異
を

つ
ま
り
、
我
々
が
依
接
し
て
い
る
史
料
は
原
史
料
で
は
な
く
、
幾
段
階
か
を
経
た
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て
い
る
。
第
一
に
、
現
在
、
こ
れ
ら
編
者
が
擦
り
所
と
し
た
貫
録
、
園
史
等
の
原
史
料
の
殆
ど
が
失
わ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
私
撰
の
編

十
分
認
識
し
た
上
、
分
析
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
、
以
上
の
黙
を
踏
ま
え
、
史
料
論
と
い
う
覗
貼
か
ら
政
治
過
程
を
追
究
す
る
解
析
法
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
上
述
の
私
撰

の
編
年
瞳
史
料
は
、
日
暦
、
貫
録
、
園
史
、
舎
要
と
い
っ
た
官
撰
史
料
を
主
た
る
史
料
源
と
し
、
さ
ら
に
私
史
・
野
史
、
随
筆
、
行
拭
・
墓

(

2

)

 

誌
、
日
記
等
の
私
撰
史
料
を
副
女
的
史
料
と
し
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
政
治
過
程
の
復
元
の
た
め
に
は
編
纂
史
料
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
も
と
と
な
っ
た
原
史
料
へ
目
を
向
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
幸
い
な
こ
と
に
上
述
の
史
料
は
、
典
援
並
び
に
原
史
料
を
部
分
的
な
が
ら

注
記
し
て
い
る
。
注
は
、
主
と
し
て
政
治
の
事
跡
を
記
す
本
文
の
具
瞳
的
な
傍
誼
史
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
政
治
過
程
を
知
る



上
で
重
要
な
史
料
と
な
る
。
こ
の
注
の
解
析
が
政
治
過
程
解
明
の
第
一
の
手
掛
か
り
と
な
る
。

次
に
、
政
治
史
料
が
ど
の
よ
う
に
編
纂
さ
れ
た
の
か
、

そ
の
仕
組
み
に
つ
い
て
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

私
撰
と
い
う
性
格
上

客室
台、

に
、
個
々
の
歴
史
家
の
執
筆
方
針
に
影
響
さ
れ
る
部
分
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
、
官
撰
史
料
を
主
た
る
史
料
源
と
し
て
い
る
た
め
、

用
い
た
官
撰
史
料
の
質
の
差
、
或
い
は
官
撰
史
料
が
作
ら
れ
た
時
期
の
政
治
構
造
に
よ
っ
て
微
妙
な
差
異
が
生
じ
て
く
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら

の
史
料
の
特
質
、
或
い
は
そ
の
史
料
が
作
ら
れ
た
政
治
構
造
の
解
析
が
政
治
過
程
解
明
の
第
二
の
手
掛
か
り
と
な
る
。

本
論
文
で
は
、
ま
ず
最
初
に
、
宋
代
政
治
史
料
の
編
纂
過
程
の
特
質
を
考
察
す
る
。
衣
に
、
注
を
主
た
る
材
料
と
し
な
が
ら
、
何
故
園
家
或

い
は
政
治
家
た
ち
が
政
治
の
記
録
を
残
そ
う
と
し
た
の
か
、
そ
の
契
機
を
嘗
時
の
政
治
構
造
と
結
び
つ
け
分
析
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
作

業
を
通
し
て
、
政
治
史
料
を
如
何
に
謹
む
か
と
い
う
一
つ
の
方
法
を
提
示
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

宋
代
官
撰
史
料
の
編
纂
過
程
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歴
史
絞
述
の
形
態
は
、
唐
代
を
境
と
し
て
大
き
く
襲
佑
す
る
。
す
な
わ
ち
、
前
漢
初
め
の
司
馬
蓬
の
『
史
記
』
の
よ
う
に
、
歴
史
撃
を
代
々

家
事
と
し
て
き
た
、
個
人
の
歴
史
家
が
私
的
に
著
述
を
行
う
私
撰
と
い
う
形
態
か
ら
、
決
第
に
園
家
の
命
令
を
受
け
て
著
述
を
行
う
官
撰
の
形

態
へ
と
饗
わ
り
、
績
い
て
一
一
一
園
競
に
は
著
作
郎
と
い
っ
た
著
述
を
専
門
と
す
る
史
官
が
設
置
さ
れ
、
さ
ら
に
唐
代
に
な
る
と
宰
相
を
監
修
園
史

〈

3
〉

に
任
命
し
、
多
数
の
編
纂
官
に
分
携
執
筆
さ
せ
る
集
圏
編
纂
檀
制
が
確
立
す
る
。

ま
た
、
官
撰
史
料
の
編
纂
過
程
も
唐
代
を
一
つ
の
劃
期
と
し
て
饗
化
を
途
げ
る
。
唐
初
、
起
居
注
を
も
と
に
貫
録
の
編
纂
が
行
わ
れ
た
韓
制

が
、
次
第
に
時
政
記
、
日
暦
が
編
纂
過
程
に
加
わ
り
、
唐
代
の
末
頃
に
は
、
起
居
注

・
時
政
記
を
も
と
に
、
日
暦
を
編
纂
し
、
日
暦
を
も
と
に

貫
録
を
編
纂
す
る
瞳
制
に
移
行
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
襲
化
は
、
政
治
空
間
の
移
動
の
親
貼
か
ら
衣
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
唐
代
前
半
ま
で
の
政
治
運
営
は
、
正
殿
を
中
心
と
し
て
行
わ

れ
、
正
股
に
出
入
り
す
る
こ
と
が
で
き
た
起
居
注
の
官
に
よ
っ
て
政
治
が
記
録
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
高
宗
頃
に
伎
下
後
(
伎
兵
が
退
い
た
後
〉

745 
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充代の編纂

宋代の官撰史料編纂過程圃1

宋代の緬纂

の
百
官
が
退
い
た
後
に
皇
一
帝
と
宰
相
と
の
聞
で
謀
議
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

ま
た
+
次
第
に
政
治
の
中
心
が
延
英
般
に
代
表
さ
れ
る
宮
中
奥
深
く
の
内
殿
に
移
行

起
居
注
の
官
は
記
録
を
取
る
こ
と
が
で
き
ず
、

し
て
い
く
と
、

宰
執
(
宰
相
と
執

政
の
略
稽
)
が
皇
一
帝
一
と
の
曾
話
を
記
録
す
る
時
政
記
と
呼
ば
れ
る
政
治
史
料
に
取

っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

時
政
記
は
、
則
天
武
后
の
時
に
宰
相
が
軍
園
の
政
要
を
記
録
し
て
史
館
に
迭
る

」
と
よ
り
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
が
、

宰
相
の
反
劃
な
ど
の
理
由
で
以
後
は
断
績

的
・
断
片
的
に
作
成
さ
れ
て
お
り
、
制
度
と
し
て
定
着
す
る
の
は
八
世
紀
末
或
い

は
九
世
紀
か
ら
と
言
わ
れ
る
。
な
お
、
五
代
後
周
期
に
も
時
政
記
と
ほ
ぼ
同
じ
性

(

4

)

 

格
を
有
す
る
内
廷
日
暦
が
作
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
唐
代
前
牢
か
ら
後
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牢
に
か
け
て
起
居
注
を
中
心
と
し
た
官
撰
史
料
編
纂
瞳
制
か
ら
時
政
記
を
中
心
と

し
た
瞳
制
へ
の
移
行
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

要

こ
の
嬰
化
は
、
宋
代
で
も
縫
承
さ
れ
、
次
の
よ
う
な
編
纂
瞳
制
を
取
る
こ
と
と

(
5〉

な
る
(
園
1
参
照
)
。

，6、
Zコz

こ
の
瞳
制
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
園
ー
を
も
と
に
述
べ
て
み
よ

ぅ
。
宋
代
の
官
撰
史
料
編
纂
過
程
の
第

一
段
階
と
し
て
、
起
居
注
と
時
政
記
が
編

こ
れ
ら
に
諸
司
開
報
(
各
官
騰
の
業
務
報
告
〉
、

纂
さ
れ
る
。

家
俸

・
行
朕

・
墓
誌

な
ど
を
加
え
、
第
二
段
階
と
し
て
編
年
瞳
形
式
の
日
暦
が
編
纂
さ
れ
る
。
日
暦
を

も
と
に
編
年
僅
形
式
に
よ
る
各
代
の
皇
帝
一
の
貫
録
が
編
纂
さ
れ
、
さ
ら
に
貫
録
を



も
と
に
、
数
代
の
皇
帝
一
の
歴
史
を
ま
と
め
た
、
紀
俸
瞳
形
式
の
園
史
が
編
纂
さ
れ
る
。
こ
の
編
纂
過
程
に
お
い
て
、
政
治
史
料
と
し
て
重
要
な

〈

6
〉

位
置
を
占
め
た
の
は
時
政
記
で
あ
る
。
な
お
、
今
日
見
る
こ
と
が
で
き
る
『
宋
史
』
は
元
代
に
編
纂
さ
れ
、
そ
の
内
容
は
宋
代
の
編
纂
物
で
あ

る
数
種
の
園
史
を
も
と
に
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
附
け
加
え
る
と
、
曜
、
職
官
、
選
奉
、
刑
法
、
兵
と
い
っ
た
個
々
の
制
度
の
項
目
ご
と
を
ま
と
め
て
編
纂
さ
れ
る
史
料
集
で
あ
る

曾
要
は
、
日
暦
を
主
た
る
史
料
源
と
し
な
が
ら
、
貫
録
、
園
史
な
ど
を
参
考
史
料
と
し
て
編
纂
さ
れ
る
。
ま
た
、
園
史
の
志
が
今
日
残
る
『
宋

舎
要
輯
稿
』
に
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
、
さ
ら
に
志
の
記
事
が
曾
要
の
記
事
の
簡
略
で
あ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
、
志
と
曾
要
と
の
聞
に
は
密
接

(

7

)

 

な
関
係
が
あ
る
。
な
お
、
園
史
の
俸
は
、
家
俸
・
行
朕
・
墓
誌
を
も
と
に
作
ら
れ
る
日
暦
の
臣
僚
俸
、
貫
録
の
附
俸
を
も
と
に
作
成
さ
れ
る
。

〈

8
〉

と
こ
ろ
が
、
元
代
に
な
る
と
時
政
記
の
編
纂
が
行
わ
れ
な
く
な
り
、
明
代
は
、
起
居
注
、

欽
録
簿
(
唐

・
宋
代
の
曾
要
の
ス
タ
イ
ル
を
も
と
に
、

詔
教
・
上
奏
文
・
簿
籍
を
史
料
と
し
て
編
纂
さ
れ
る
。
主
と
し
て
捲
案
文
加
に
依
援
す
る
)
、
六
曹
章
奏
(
六
部
の
上
奏
文
を
編
纂
し
た
も
の
)
を
も
と
に
日
暦

が
作
成
さ
れ
、
こ
れ
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
楼
案
文
加
を
加
え
、
貫
録
を
編
纂
す
る
瞳
制
と
な
る
。
な
お
、
前
者
の
起
居
注
、
欽
録
簿
、
六
曹
章
奏
、

(

9

)

 

日
暦
等
の
史
料
群
は
作
成
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
く
、
貫
録
は
後
者
の
、
官
聴
の
文
書
・
簿
籍
史
料
で
あ
る
稽
案
文
加
を
中
心
に
作
成
さ
れ
た
。

慣
に
、
官
撰
史
料
編
纂
過
程
の
襲
化
を
、
主
た
る
史
料
源
か
ら
ま
と
め
る
と
、
衣
の
匿
分
が
可
能
と
な
る
。
唐
代
中
頃
ま
で
は
、
起
居
注
の

官
が
皇
帝
一
の
言
動
を
記
し
た
史
料
を
中
心
に
編
纂
さ
れ
る
「
起
居
注
の
時
代
」
、
唐
末
か
ら
宋
代
は
宰
相
・
執
政
が
輪
番
で
皇
帝
と
の
政
治
的
曾

話
を
記
録
し
、
こ
の
史
料
を
中
心
に
編
纂
さ
れ
る
「
時
政
記
の
時
代
」
、
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明
代
は
官
醸
の
文
書
・
簿
籍
史
料
を
中
心
に
編
纂
さ
れ
る
「
槍
案
文

加
の
時
代
」
と
な
る
。

そ
れ
で
は

「
時
政
記
の
時
代
」
と
概
括
さ
れ
る
宋
代
が
、
ど
の
よ
う
に
政
治
史
料
を
編
纂
し
て
い
た
の
か
、

ま
た
そ
の
編
纂
過
程
か
ら
う

か
が
え
る
特
徴
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
考
察
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
、
官
撰
史
料
編
纂
過
程
の
第
一
次
段
階
と
な
る
起
居

(
m
)
 

注
と
時
政
記
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
源
は
表
1
の
通
り
で
あ
る
。
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起
居
注
は
、

B
の
起
居
注
の
官
が
皇
帝
の
言
動
を
記
録
し
た
史
料
を
中
核
と
し
て
、

A
の
各
官
鹿
か
ら
起
居
注
の
官
に
逸
ら
れ
て
く
る
業
務
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表
1 

起
居
注
と
時
政
記
の
史
料
源

「EトllE|l 
F E D C B A 

115fE i 
録す 官が ら

極植

密院を 密院が 政園る たし 録記し 起居注

fEの産たの
録記 か 皇脅官へ

る らの主主

官廃 する 報告 動言 れら

官僚 奮文
さ て
れ く
る る

の
、

業

奏上文 帝皇
務報告

と
チーλてー

わ
し
Tこ

曾話

報
告
、

C
の
官
僚
と
皇
帝
と
の
曾
話
記
録
を

加
え
て
編
纂
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
起
居
注

の
官
が
立
ち
入
れ
る
場
所
、
機
舎
が
限
ら
れ

て
い
た
た
め
、

B
の
記
録
は
、
起
居
注
の
官

が
皇
帝
に
随
伴
で
き
た
儀
躍
的
な
場
に
限
ら

(

日

〉

れ
る
傾
向
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
官
僚
が
直

接
、
皇
帝
の
面
前
で
・
申
し
上
げ
た
上
奏
及
び

し
た
後
に
、
起
居
注
の
官
に
報
告
す
る
義
務
が
あ
る
が
、
官
僚
は
報
告
を
避
け
る
傾
向
が
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
史
料
源
が
限
定
さ
れ
る
傾
向

皇
帝
よ
り
賜
っ
た
言
葉
は
、
宮
股
よ
り
退
出

一方、

時
政
記
は
、

に
あ
っ
た
結
果
、
政
治
史
料
と
し
て
の
起
居
注
の
役
割
は
次
に
述
べ
る
時
政
記
と
比
べ
格
段
に
低
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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た
。
こ
れ
以
外
に
は
、

D
の
よ
う
に
宰
執
が
政
治
に
つ
い
て
記
録
す
る
も
の
で
あ
り
、
皇
帝
と
の
舎
話
及
び
重
要
な
政
治
事
件
が
牧
録
さ
れ

E
-
F
の
よ
う
な
、
宰
執
が
長
官
・
副
長
官
を
務
め
る
、
民
政
措
嘗
の
役
所
で
あ
る
中
書
門
下
、
軍
政
措
嘗
の
役
所
で

あ
る
植
密
院
が
直
接
慮
理
し
た
文
書
、
或
い
は
中
書
門
下
、
植
密
院
を
経
由
す
る
官
鹿
、
官
僚
の
上
奏
と
い
っ
た
も
の
が
牧
録
さ
れ
る
。

D
、

E
、
F
の
史
料
は
、
時
政
記
房
に
集
め
ら
れ
、
植
密
院
編
修
官
、
編
集
中
書
諸
房
文
字
と
い

っ
た
官
に
よ
っ
て
最
終
的
に
編
纂
さ
れ
る
。
こ
の

内
、
重
要
な
位
置
を
占
め
た
の
が

D
の
部
分
で
あ
り
、
起
居
注
の

C
の
部
分
と
と
も
に
、
嘗
時
、
皇
一
帝
と
の
曾
話
記
録
が
官
撰
史
料
編
纂
上
、

重
要
な
史
料
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
く
れ
る
。

こ
れ
ら
を
も
と
に
日
暦
が
編
纂
さ
れ
、

一
、
乞
う
ら
く
は
、
朝
廷
、

日
暦
を
も
と
に
貫
録
が
編
纂
さ
れ
る
が
、
貫
録
の
編
纂
に
つ
い
て
興
味
深
い
史
料
が
残
っ
て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る

日
暦
所
に
割
下
し
、
前
来
進
む
所
の
副
本
井
び
に
麿
干
合
に
用
う
べ
き
文
字
等
を
勝
っ
て
、
童
数
本
院
に
設

(
中
略
〉

赴
し
修
纂
せ
ん
こ
と
を
。



一
、
合
に
要
む
べ
き
高
宗
皇
帝
朝
に
て
曾
て
宰
執
・
侍
従
に
任
ぜ
ら
れ
し
も
の
、
卿
少
・
監
少
の
雁
ゆ
る
職
事
官
等
の
受
け
た
る
或
い
は

牧
醸
せ
る
御
製
・
御
筆
・
手
詔
及
び
奏
議
・
章
疏

・
劉
子
並
び
に
制
詰
・
日
記
・
家
集
・
碑
誌

・
行
朕
・
詰
議
・
事
跡
の
類
、
守
臣
に
委

や
や

ね
て
拐
親
詞
訪
せ
よ
。
如
し
逐
官
、
其
の
聞
に
己
に
物
故
す
る
者
有
れ
ば
、
其
の
家
の
子
弟
を
詞
ね
て
取
索
せ
よ
。
如
し
部
秩
精
多
け
れ

ば
、
人
を
差
し
て
前
去
抄
録
し
、
及
び
官
に
委
ね
て
貼
封
し
、
津
裂
し
て
院
に
赴
か
せ
よ
。
何
お
投
献
を
許
し
、
紗
吊
を
優
賜
し
、
多
き

者
は
推
賞
せ
よ
。

あ
ら
ゆ
る

て
今
来
修
纂
せ
る
貫
録
の
合
に
要
む
べ
き
建
炎
よ
り
以
来
紹
興
三
十
二
年
に
至
る
ま
で
の
鷹
干
朝
報
・
六
曹
寺
監
題
名
・
吏
部
増
添
省

罷
せ
る
員
閥
・
戸
部
州
郡
戸
口
数
百

・
敷
令
所
増
改
剛
除
せ
る
僚
法

・
園
信
所
奉
使
名
街
園
書
、
欲
し
乞
う
ら
く
は
並
び
に
本
院
よ
り
取

索
抄
録
照
使
せ
ん
こ
と
を
。
如
し
供
報
限
に
遣
い
、
隠
漏
不
賓
あ
れ
ば
、
乞
う
ら
く
は
紹
顧
問
元
年
四
月
八
日
史
館
己
に
得
た
る
指
揮
に
依

り
施
行
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
。

(『宋
曾
要
輯
稿
』
職
官

一
八
|
七
一
)
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こ
の
史
料
は
『
高
宗
貫
録
』
の
作
成
に
嘗
た
り
、
編
纂
官
で
あ
っ
た
洪
遁
か
ら
出
さ
れ
た
上
奏
文
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
史
料
に
基
づ
け
ば

『
高
宗
貫
録
』
は
、
例
日
暦
所
よ
り
、
途
ら
れ
て
く
る
日
暦
の
副
本
を
主
た
る
史
料
と
し
、

ω宰
執
以
下
高
級
官
僚
の
家
が
保
有
す
る
詔
敷
、
上

奏
文
、
日
記
、
墓
誌
等
の
史
料
、
付
官
鹿
が
保
有
す
る
朝
報
ハ
邸
報
〉
、
官
僚
名
簿
、
官
僚
ポ
ス
ト
名
簿
、
戸
口
統
計
、
改
正
さ
れ
た
法
律
篠

文
、
外
交
使
節
名
簿
・
園
書
な
ど
を
副
次
的
史
料
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
貫
録
院
に
集
め
、
編
纂
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
注
目
す

べ
き
は
、

日
記
が
賞
録
編
纂
の
参
考
史
料
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
寅
は
『
神
宗
貫
録
』
は
三
度
編
纂
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
新
法
議
は

『
王
安
石
日
銀
』
を
、
嘗
法
黛
は
『
司
馬
光
日
記
』
を
主
た
る
史
料
に
用
い
て
編
纂
し
た
と
い
う
よ
う
に
、
日
記
が
貫
録
編
纂
と
深
く
閲
わ
っ

(

ロ

)

て
い
た
事
賓
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
官
撰
史
料
編
纂
過
程
に
お
い
て
は
、
官
撰
、
私
撰
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
異
に
し
な
が
ら
、
政
治
家
の
記
し
た
政
治
記
録
と

い
う
共
通
性
を
持
つ
時
政
記
と
日
記
の
二
つ
の
史
料
が
政
治
史
料
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
事
賞
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
そ
れ

で
は
、
衣
に
、
時
政
記
と
日
記
の
特
徴
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
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時
政
記
と
日
記

『
長
編
』
、
『
要
録
』
、
『
舎
編
』
等
の
各
種
史
料
に
断
片
が
残
る
だ
け
で
、
今
日
ま
と
ま
っ
た
形
で
見
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
、

(

日

)

(

弘

)

李
綱
の
『
建
炎
時
政
記
』
の
み
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
書
は
、
辞
任
し
た
宰
相
に
往
時
の
政
治
を
振
り
遅
ら
せ
て
書
か
せ
た
も
の
で
あ
り
、
記

述
が
断
片
的
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
宰
執
が
作
成
す
る
時
政
記
の
性
格
を
よ
く
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
一
例
を
見
て
お
く
。

七
月
十
四
日
。
臣
、
執
政
官
と
同
に
奏
事
し
詑
わ
り
、
留
身
し
奏
上
し
て
日
く
、
朝
廷
は
近
日
、
外
は
則
ち
河
北
河
東
南
路
を
経
営
措
置

し
以
て
藩
篠
と
篤
し
、
軍
馬
を
葺
治
し
、
盗
賊
を
討
卒
し
、
内
は
則
ち
政
事
を
修
め
、
賞
刑
を
明
ら
か
に
し
、
皆
漸
く
緒
に
就
く
。
濁
り

時
政
記
は
、

車
駕
巡
幸
し
詣
る
所
、
未
だ
定
所
有
ら
ず
し
て
、
中
外
の
人
心
未
だ
安
ぜ
ず
、

と
。
上
宣
識
し
て
日
く
、
但
だ
元
結
太
后
を
迎
奉
し
及
び

六
宮
を
津
遣
し
て
東
南
に
往
く
を
欲
す
る
の
み
。

時
土
を
訓
練
し
、

か
く
の
ご
と
し

し
。
都
城
と
雄
も
守
る
べ
く
、
金
賊
と
離
も
戦
う
ベ
し
、
と
。
臣
、
再
拝
し
て
日
わ
く
、
陛
下
の
英
断
如
此
。
漢
の
高
租
・
光
武
・
唐
の

太
宗
と
雌
も
、
是
れ
を
過
ぎ
ざ
る
な
り
。
中
外
未
だ
聖
意
を
知
ら
ず
。
乞
う
ら
く
は
詔
を
降
し
以
て
之
を
告
識
せ
ん
こ
と
を
。
上
、
請
う

脹

嘗
に
卿
等
と
濁
り
中
原
に
留
ま
り
、

盆
ま
す
兵
馬
を
緊
む
ベ

-144ー

所
に
従
う
。

(
『
建
炎
時
政
記
』
巻
下
)

こ
の
史
料
は
、
宰
執
の
「
劉
」
が
終
了
し
た
後
、
李
綱
が
一
人
「
留
身
」
し
、
高
宗
と
「
劃
」
を
行
っ
て
い
る
部
分
で
あ
る
が
、

上
し
て
日
く
、
:
:
:
上
、
宣
議
し
て
日
く
」
、

「
留
身
し
奏

-・・・・・上、

端
的
に
記
録
し
て
い
る
。
こ
の
他
の
部
分
も
「
六
月
五
日
、
臣
、
執
政
と
聞
に
奏
事
し
街
子
を
進
呈
し
、

ル
干
、

目
、
手
詔
を
内
降
し
い
う
な
ら
く
、
脹
:
:
:
」
、
「
六
月
七
日
、
三
省
同
に
聖
旨
を
奉
じ
」
と
い
っ
た
具
合
に
、
宰
執
と
皇
一
帝
と
の
や
り
と
り

を
中
心
に
記
録
さ
れ
、
皇
帝
と
の
曾
話
、
宰
執
同
士
の
や
り
と
り
、
嘗
時
の
重
要
な
政
治
事
件
な
ど
に
つ
い
て
編
年
瞳
形
式
を
用
い
て
記
す
時

(

日

)

政
記
の
特
徴
を
よ
く
示
し
て
く
れ
る
。
こ
れ
が
宰
執
が
作
成
す
る
、
表
1
の
時
政
記
の
史
料
源
の

D
に
相
賞
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
以
外
に

E
-
F
の
史
料
も
時
政
記
に
は
採
録
さ
れ
て
い
く
。
二
例
ほ
ど
『
長
編
』
か
ら
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。

「
臣
、
再
拝
し
て
日
く
、

請
う
所
に
従
う
」
と
い
う
よ
う
に
皇
帝
と
宰
執
の
劃
話
を

大
略
に
調
う
な
ら
く
」
、

「
六
月
六

『
長
編
』
巻
二
八
て



照
寧
十
年
ハ
一

O
七
七
〉
三
月
辛
酉
の
僚
に
、

御
史
彰
汝
蹟
言
う
な
ら
く
、
太
事
、
内
合
生
を
試
す
る
に
、
皆
、
科
場
敷
式
を
用
う
。
の
お
景
徳
寺
に
就
き
て
試
せ
ん
こ
と
を
乞
え
ば
、

か
〈
の
ご
と
合

物
論
紛
転
と
し
て
、
事
者
と
難
も
亦
た
自
安
せ
ざ
る
な
り
。
且
ら
く
今
日
紛
紛
如
此
た
る
所
以
は
、
恐
ら
く
は
考
試
不
公
な
る
の
み
。
撃

校
は
風
化
の
地
、
繋
ぐ
所
は
甚
だ
大
な
り
。
縞
か
に
聞
く
な
ら
く
、
太
撃
の
考
試
、
奮
法
亦
た
頗
る
詳
悉
な
り
。
欲
し
乞
う
ら
く
は
但
だ

や
や

八
年
以
前
の
奮
制
に
因
り
、
楠
加
巌
せ
し
め
、
如
し
上
舎
に
在
れ
ば
、
更
に
加
察
を
賜
り
、
而
し
て
才
行
優
異
者
を
以
て
之
を
寵
進
せ
し

め
ん
こ
と
を
、
と
。
園
子
監
に
詔
し
て
相
度
以
聞
せ
し
む
。
(
注
〉
科
場
敷
式
は
誰
の
修
す
る
所
な
る
か
、
此
事
嘗
に
考
う
る
ベ
し
。
朱

叉
施
行
す
る
無
し
と
し
て
、
迭
に
剛
去
す
。
今
復
之
を
存
し
、
伺
お
増
す
に
時
政
記
を
以
て
す
。

本
以
て
利
害
無
し
と
篤
し
、

と
あ
る
。
こ
の
記
事
は
、
御
史
の
上
奏
と
詔
の
二
つ
の
部
分
か
ら
な
っ
て
い
る
。
嘗
時
の
文
書
の
流
れ
か
ら
す
れ
ば
、
御
史
の
上
奏
を
受
け
、

皇
一
帝
か
ら
宰
執
に
御
史
の
上
奏
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
る
段
階
が
あ
り
、
女
に
宰
執
が
関
係
官
鹿
と
園
っ
た
上
、
皇
帝
に
上
奏
し
、
そ
の
結
果

と
し
て
因
子
監
に
詔
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
注
に
擦
れ
ば
、

『
神
宗
貫
録
朱
本
』

(
新
法
黛
系
作
成
の
紹
聖
本
〉
が
剛
去
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し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
恐
ら
く
『
神
宗
寅
録
塁
本
』

(
奮
法
黛
系
作
成
の
元
一
路
本
)
を
も
と
に
こ
こ
に
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
部

分
に
つ
い
て
詳
し
い
時
政
記
の
記
事
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
く
れ
る
。
時
政
記
の
記
事
は
、

正
し
く
E
、

F
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。

『
長
編
』
巻
三
五
七
、
元
豊
八
年
(
一

O
八
五
〉
六
月
甲
民
の
僚
に
、

環
慶
路
経
略
司
奏
す
ら
く
、
粛
遠
案
蕃
官
左
侍
禁
巡
検
慕
化
・
環
慶
路
第
二
勝
部
賂
戴
宗
策
、
人
を
差
わ
し
西
界
減
癒
井
の
人
馬
来
り
て

過
を
伽
さ
ん
と
欲
す
か
を
探
得
せ
し
む
。
同
に
一
百
徐
人
を
率
い
、
要
路
に
て
等
し
く
裁
ち
て
敵
と
闘
い
、
斬
獲
す
る
こ
と
四
十
徐
級
な

り
、
と
。
慕
化
・
戴
宗
柴
に
詔
し
て
各
お
の
一
官
を
濯
せ
し
む
。
(
注
〉
密
記
は
十
二
日
の
事
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
『
橿
密
院
時
政
記
』
元
豊
八
年
三
月
十
二
日
に
嘗
該
記
事
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
く
れ
る
が
、
こ
の
記
事
は
環
慶
路
経
略
司

か

ら

の

上

奏

が

逼

準

司

を

経

て

宰

執

の

も

と

へ

迭

ら

れ

、

そ

の

結

果

と

し

て

詔

が

出

さ

れ

た

と

考

え

ら

れ

751 

宰
執
か
ら
皇
帝
へ
と
上
奏
さ
れ
、
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る
。
従
っ
て
、

F
の
典
型
例
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、

D 

E
、
F
の
史
料
源
を
も
と
に
時
政
記
は
編
纂
さ
れ
る
。
た
だ
時
政
記
は
、
官
撰
史
料
で
あ
り
、

ま
た
編
纂
物
で
あ
る

た
め
、
編
纂
段
階
で
個
々
の
宰
執
の
個
人
的
な
意
見
は
薄
め
ら
れ
る
形
で
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
後
に
紹
介
す
る
日
記

と
比
べ
る
と
政
治
の
生
々
し
い
記
録
と
い
う
黙
で
は
見
劣
り
す
る
。

一方、

日
記
に
つ
い
て
、

『
曾
編
』
等
の
私
撰
の
編
年
瞳
史
料
、

『
秘
書
省
績
編
到
四
庫
閥
書
目
』
、

『
長
編
』
、

『
要
録
』
、

及
び

(
王
桑
臣
等
撰
〉

讃
書
志
』

『
中
興
館
閣
書
目
』

(
陳
駿
等
撰
)
、

『
中
興
館
閣
績
書
目
』

『
宋
史
』
華
文
志
並
び
に
『
崇
文
総
目
』

(
張
馨
等
撰
)
、

『郡藤川

(
晃
公
武
撰
〉
、

『
遂
初
堂
書
目
』

(
尤
一
家
撰
)
、

『
直
清
書
録
解
題
』

(
陳
振
孫
撰
〉
な
ど
の
臓
室
田
の
名
前
、
解
題
を
記
し
た
各
種

の
『
書
目
』
を
調
べ
て
い
く
と
、
十
八
の
事
例
を
検
出
で
き
る
。
こ
れ
ら
を
も
と
に
、

日
記
の
特
徴
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

1
.
飛
龍
記
一
越
普

す
。
顛
徳
七
年
正
月
襲
組
受
輔
の
事
を
記
す
。

是
年
建
隆
と
改
元
し
、
三
月
普
、
此
蓄
を
撰
す
。

普
は
時
に
枢
密
拳
土
篤
り
。
」
と
見
え
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『
長
編
』
巻

一、

建
隆
元
年
〈
九
六
O
)
正
月
の
注
に
引
用
。
『
郡
粛
讃
書
志
』
巻
六
、
雑
史
類
に

「龍
飛
日
暦

一
巻
。
右
、
皇
朝
趨
普
撰

る。
2
.
銭
惟
演
日
記

『
長
編
』
巻
九
六
、
天
稽
四
年
(
一

O
二
O
〉
七
月
の
注
に
引
用
。
こ
の
時
に
銭
惟
演
は
翰
林
事
土
。
八
月
に
橿
密
副
使
、
乾
輿
元
年
(
一

O
二
二
)
二
月
か
ら
十
一
月
の
聞
に
植
密
使
と
な
る
。
尤
一
家
『
途
初
堂
書
目
』
本
朝
雑
史
に
は
『
銭
文
信
筆
録
』
、

『
銭
文
信
逢
辰
録
』
の

名
が
見
え
る
。

3
.
欧
陽
惰
私
記

『
長
編
』
巻
一
九
九
、
嘉
枯
八
年
〈
一

O
六
一
ニ
)
八
月
の
注
に
引
用
。
欧
陽
修
は
参
知
政
事
(
嘉
枯
五
年
十
一
月
に
植
密
副
使

と
な
る
。
六
年
間
八
月
に
参
知
政
事
と
な
り
、
治
卒
四
年
三

O
六
七
)
三
月
ま
で
つ
と
め
る
)
。
欧
陽
僑
が
時
政
記
執
筆
に
関
わ
っ
た
こ

こ
の
時
、



と
は
、
晃
公
武
『
郡
粛
讃
書
志
』
巻
六
、
雑
史
類
に
「
嘉
祐
時
政
記
一
巻
。
右
、
皇
朝
呉
室
・
趣
概
・
欧
陽
修
、
英
宗
を
立
て
し
事
を
記

し
、
井
び
に
買
易
、
韓
古
川
の
定
策
を
論
ず
る
疏
、
後
に
附
す
。L

と
見
え
る
。

4
.
越
康
靖
目
録
一
越
襲

尤
裏
『
途
初
堂
書
目
』
本
朝
雑
史
、
『
宋
史
』
華
文
志
、
史
部
、
故
事
類
に
名
が
見
え
、
陳
振
孫
『
直
驚
書
録
解
題
』
各
七
に
「
趨
健
靖
日

越
襲
は
嘉
枯
五
年
(
一

O
六
O
)

な
お
、

記
一
巻
。
参
政
雄
陽
越
襲
叔
卒
の
記
す
所
の
治
卒
乙
巳
丙
午
聞
の
政
府
に
在
り
し
事
。
」
と
記
さ
れ
る
。

十
一
月
に
橿
密
副
使
と
な
り
、

七
年
三
月
か
ら
照
寧
元
年
(
一

O
六
八
〉
正
月
ま
で
参
知
政
事
を
つ
と
め
る
。

さ
れ
、
英
宗
貫
録
編
纂
の
際
に
参
考
と
さ
れ
た
貼
に
つ
い
て
は
、
陳
瑠
『
四
明
傘
尭
集
』
ハ
『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
史
部
、
史
料
類
所
枚
)
巻

入
所
引
『
王
安
石
目
録
』
に
「
余
日
わ
く
、
臣
、
賓
録
を
修
す
る
に
、
超
果
、
進
む
所
の
目
録
一
加
を
見
る
。
韓
靖
の
言
語
の
如
き
は
、

即
ち
一
句
無
し
。
量
に
是
れ
韓
湾
都
て
語
わ
ざ
ら
ん
や
。
敵
陽
備
の
言
語
、
俸
布
に
於
い
て
不
便
と
魚
す
者
の
如
き
は
、
録
す
る
所
甚
だ

多
し
。
中
書
の
語
を
漏
ら
し
た
れ
ば
、
人
、
此
を
以
て
欧
陽
傍
を
怨
む
。
但
だ
謂
う
に
其
れ
淳
直
し
て
、
事
を
匿
す
能
わ
ざ
る
の
み
。
築

こ
の
日
記
が
進
上

の
進
む
所
の
日
銭
を
見
る
に
及
び
て
は
、
乃
ち
襲
の
長
者
に
非
ず
を
知
る
な
り
、
と
。
」
と
見
え
る
。

こ
の
記
事
は
、

陳
確
に
よ
れ
ば
、
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王
安
石
が
英
宗
質
鋒
の
修
撰
の
際
、
越
襲
が
進
呈
し
た
日
録
を
質
見
し
た
感
想
を
紳
宗
に
述
べ
た
も
の
と
い
う
。

5
.
王
安
石
日
銀

『
長
編
』
巻
一
一
一

O
、
県
寧
三
年
(
一

O
七
O
〉
四
月
の
注
に
初
出
、
巻
二
七
八
、
照
寧
九
年
十
月
ま
で
。
た
だ
、
『
郡
清
讃
書
志
』
巻
六

に
「
王
氏
目
録
八
十
巻
。
(
中
略
〉
此
書
、
県
寧
元
年
四
月
よ
り
起
こ
り
、
七
年
三
月
に
終
わ
り
、
再
た
び
八
年
三
月
に
起
こ
り
、
九
年

安
石
雨
た
び
園
柄
を
執
る
な
り
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

治
卒
四
年
四
月
か
ら
照
寧
三
年
三
月
ま
で
の
聞
に
つ
い
て
は

六
月
に
終
わ
る
。

現
存
の
『
長
編
』
は
歓
落
し
て
お
り
、

日
銀
の
記
事
の
期
聞
に
つ
い
て
は
『
郡
驚
讃
書
志
』
の
記
述
に
従
い
た
い
。

王
安
石
が
参
知
政
事

と
な
っ
た
の
が
、

照
寧
二
年
(
一

O
六
九
)
二
月
で
あ
り
、

年
十
二
月
に
は
中
書
門
下
同
卒
章
事
と
な
り
、

七
年
四
月
か
ら
八
年
二
月

753 

の
中
断
期
を
挟
み
、
九
年
十
月
ま
で
つ
と
め
て
い
る
。
な
お
、
陳
落
『
四
明
傘
桑
集
』
巻
五
に
は
「
今
、

目
録
第
一
巻
を
考
え
る
に
、
安
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石
、
未
だ
執
政
己
前
に

七
た
び
紳
考
に
封
す
る
に
、

並
び
に
一
言
も
理
財
に
及
ぶ
無
し
。
」
と
あ
り
、

日
録
が
王
安
石
執
政
就
任
以
前

か
ら
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
く
れ
る
。

さ
ら
に
『
長
編
』
巻
二
一

O
、
照
寧
三
年
四
月
に
「
王
安
石
、
時
政
記
を
著
し
て
日
く
」
と
い
う
、
王
安
石
が
時
政
記
を
記
し
て
い
た

こ
と
を
示
す
記
事
、
並
び
に
巻
二
七
八
、
照
率
九
年
十
月
の
注
の

「
目
録
に
、
余
、
上
の
震
に
言
い
し
こ
と
、
陛
下
と
開
陳
せ
し
事
、
退

き
て
趣
や
か
に
録
し
以
て
自
省
に
備
う
。
他
時
、
位
を
去
る
に
及
び
、

嘗
に
繕
寓
し
以
て
進
む
べ
し
、

と
云
う
有
り
。
」
の
記
事
が
注
目

さ
れ
る
。
前
者
の
記
事
は
、

王
安
石
が
時
政
記
を
記
す
一
方
で
、

目
録
を
記
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
後
者
の
記
事
通
り
で
あ
れ

ば
、
自
ら
の
政
治
の
備
忘
録
と
、
退
任
後
、
皇
帝
に
提
出
す
る
こ
と
を
目
的
に
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

6
.
口
口
恵
卿
目
録

『
長
編
』
の
記
事
と
し
て
は
、
巻
二
六
四
、
照
寧
八
年
五
月
甲
民
の
注
「
ロ
口
恵
卿
日
録
、
照
寧
八
年
十
四
日
、
楊
汲
の
功
過
を
進
呈
す
」

が
最
も
年
次
の
古
い
記
事
で
あ
り
(初
出
記
事
は
各
二
五
六
に
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
照
寧
八
年
八
月
二
十
八
日
の
年
月
日
が
記
さ
れ
て
い
る
〉
、
年
次

の
新
し
い
も
の
は
巻
二
七
一
、
照
寧
八
年
十
二
月
庚
寅
注
の

「呂
恵
卿
八
年
九
月
十
六
日
目
録
に
云
う
」
の
記
事
で
あ
る
。
呂
恵
卿
が
参

知
政
事
で
あ
っ
た
の
は
、
駅
間
寧
七
年
四
月
か
ら
八
年
十
月
ま
で
で
あ
る
。
な
お
、
呂
恵
卿
は
自
ら
の
目
録
を
紳
宗
に
上
申
し
、
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「
臣
、
私

か
に
策
子
を
記
す
に
、
皆
な
其
の
事
有
り
。
其
の
事
、
多
く
陛
下
の
徳
一
音
と
親
し
く
聞
く
所
よ
り
出
づ
。
宜
し
く
慶
忘
す
べ
か
ら
ず
e

而

一
二
日
以
っ
て
撰
造
す
べ
き
者
に
非
ざ
る
な
り
。
」
(
『
長
編
』
巻
二
七
八
、
照
寧
九
年
十
月
戊
子
の
注
〉
と
記
さ
れ
て
い
る
。
な

お
、
尤
ま
『
、
途
初
堂
書
目
』
本
朝
雑
史
に
呂
吉
甫
目
録
の
名
が
見
え
る
。
そ
の
日
記
の
性
格
に
つ
い
て
『
長
編
』
巻
二
六
八
、
照
寧
八
年

し
て
其
の
文
、

九
月
辛
未
の
注
に
引
く
「
陳
瑠
答
劉
義
仲
書
」
に
「
呂
太
尉
日
録
未
だ
之
を
見
ず
。
但
だ
宛
郎
奏
議
中
に
、
其
の
目
録
を
準
む
の
都
子
を

見
る
の
み
。
蓋
し
其
の
荊
公
と
反
目
せ
し
よ
り
以
後
、
既
に
二
手
簡
を
準
め
、
叉
た
日
銀
四
巻
を
準
む
。
四
巻
の
内
、
皆
な
執
政
以
後
婦

美
の
迩
を
鋪
陳
し
、
自
ら
其
の
忠
を
明
ら
か
に
す
。
故
に
嘗
時
荊
箭
殻
穀
の
説
、
復
た
裕
陵
に
信
ぜ
ら
れ
ず
。
市
し
て
荊
野
、
是
に
よ
り

重
く
罪
を
得
。
鍾
山
著
わ
す
所
の
八
十
巻
、
乃
ち
彼
の
四
巻
に
放
い
て
之
を
震
す
な
り
。
二
鋒
巻
峡
の
多
寡
、
則
ち
同
じ
か
ら
ざ
る
と
難



も
、
其
の
懐
く
所
を
伸
ば
す
を
得
る
は
、
則
ち
以
て
異
な
る
な
き
な
り
。
白
か
ら
其
の
忠
を
明
ら
か
に
す
る
者
、
前
に
伸
ば
す
を
得
、
自

か
ら
其
の
聖
を
明
ら
か
に
す
る
者
、
後
に
伸
ば
す
を
得
。
今
八
十
巻
世
に
盛
行
す
。
取
り
て
之
を
親
、
彼
此
を
数
験
す
れ
ば
、
則
ち
四
巻

の
載
す
所
、
讃
ま
ず
し
て
牽
く
其
の
意
を
得
ベ
し
。
」
と
見
え
る
。

7
.
司
馬
光
日
記

『
長
編
』
の
注
に
は
、

『
司
馬
光
朔
記
』
、

『
司
馬
光
記
聞
』
、

『
司
馬
光
日
記
』
が
太
租
朝
か
ら
紳
宗
朝
ま
で
康
く
混
在
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
に
つ
い
て

『
増
贋
司
馬
温
公
全
集
』

(
汲
古
書
院
、

一
九
九
三
年
〉
所
載
の
佐
竹
靖
彦
「
『
培
康
司
馬
温
公
全
集
』
所
牧
の
『
手
録
』

と
『
日
銀
』
を
め
ぐ
っ
て
」
で
は
、

『
司
馬
光
記
聞
』
、

『
司
馬
光
日
記
』
と
『
司
馬
光
目
録
』
を
匡
別
し
、

嘉
枯
六
年
(
一

O
六
一
〉
に
知
諌
院
に
な
り
、
中
央
朝
廷
の
事
責
を
直
接
見
聞
で
き
る
よ
う

『
司
馬
光
日
記
』
は
陳
振

孫
『
直
驚
書
録
解
題
』
の
記
事
に
基
づ
き
、

に
な
る
と
、

司
馬
光
は
そ
の
こ
と
を
日
記
に
書
き
留
め
る
よ
う
に
な
り
、
照
寧
四
年
に
中
央
政
府
か
ら
身
を
退
い
て
『
責
治
通
鑑
』
編
纂

ま
た
そ
の
内
容
は
「
朝
廷
の
政
事
、
臣
僚
の
差
除
、
及
び
前
後
の
奏
封
、
上
の
宣
識
す
る
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に
集
中
す
る
ま
で
の
期
聞
に
書
か
れ
た
こ
と
、

所
の
語
、
以
て
聞
見
の
雑
事
に
及
ぶ
」
を
=
記
し
て
い
た
と
す
る
。

8
.
鴻
京
参
政
記

『
長
編
』
巻
二
七
八
、
県
寧
九
年
十
月
の
注
に
引
用
。
鴻
京
は
照
寧
九
年
十
月
に
知
橿
密
院
事
、
元
豊
三
年
か
ら
四
年
正
月
ま
で
桓
密
使

を
つ
と
め
た
。

9
.
呂
公
著
掌
記

『
長
編
』
巻
四
二
二
、
元
祐
三
年
(
一

O
八
八
)
八
月
、

各
四
四
て
元
一
昭
五
年
四
月
、

巻
四
四
五
、

元
祐
五
年
六
月
等
の
注
に
引
用
。

尤
裏
『
途
初
堂
書
目
』
本
朝
雑
史
に
は
呂
正
献
手
記
が
見
え
、

叔
撰
す
。
相
位
に
在
り
し
と
き
、
記
す
所
の
、
人
材
己
に
用
い
た
る
、
未
だ
用
い
ざ
る
の
姓
、
及
び
事
、
嘗
に
行
う
べ
き
、

『
直
驚
書
録
解
題
』
巻
五
に
「
目
申
公
掌
記
一
巻
。
丞
相
申
園
呂
公
著
晦

己
に
行
い
た

755 

る
の
篠
目
。
」
と
見
え
る
。

自
公
著
は
元
豊
元
年
(
一

O
七
八
〉
九
月
に
同
知
極
密
院
事
、
三
年
九
月
に
は
植
密
副
使
、

四
年
正
月
か
ら
五
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年
四
月
ま
で
同
知
橿
密
院
事
を
つ
と
め
た
。

年
間
二
月
に
は
門
下
侍
郎
と
な
り
、
四
月
か
ら
四
年
二
月
に
亡
く
な
る
ま
で
中
書
侍
郎
を
つ
と
め
た
。

一
旦
、
政
界
か
ら
退
い
た
後
、
再
び
登
用
さ
れ
、
元
豊
八
年
七
月
に
向
書
左
丞
に
、
元
結
元

日
.
巨
大
防
政
自

『
長
編
』
巻
三
五
回
、
元
豊
八
年
四
月
か
ら
、
『
長
編
』
巻
四
八
四
、
元
枯
八
年
六
月
ま
で
開
断
な
く
注
に
引
用
さ
れ
る
。
呂
大
防
は
元

枯
元
年
間
二
月
に
向
書
右
丞
、
十
一
月
に
中
書
侍
郎
、
三
年
四
月
か
ら
紹
聖
元
年
三
月
ま
で
門
下
侍
郎
を
つ
と
め
る
。
な
お
、
呂
大
防
が

元
枯
時
政
記
執
筆
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
、

『
長
編
』
巻
三
五
二
の
注
に
「
呂
大
防
手
寓
時
政
記
」
と
見
え
る
。

日
.
王
巌
翌
朝
論
、

王
巌
畏
繋
年
録

尤
表
『
途
初
堂
書
目
』
本
朝
雑
史
に
『
王
巌
皇
繋
年
録
』
、

巌
皇
繋
年
録
一
巻
、
元
結
時
政
記
一
巻
」
と
見
え
る
。
『
長
編
』
に
は
、
『
王
巌
皇
繋
年
鋒
』
は
巻
四

O
二
、
元
祐
二
年
六
月
か
ら
巻
四
七

元
枯
七
年
四
月
ま
で
(
初
出
は
各
一
一
五
の
注
で
あ
る
が
、
元
結
時
代
に
宣
仁
太
后
と
官
僚
た
ち
と
交
わ
さ
れ
た
曾
話
を
記
録
し
て
い
る
も
の
)
、

『
王
巌
皇
朝
論
偉
論
』
の
名
が
、
『
宋
史
』
喜
文
志
、
史
部
、
編
年
類
に
「
王

一一、
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『
王
巌
皇
朝
論
』
は
巻
三
五
八
、
元
豊
八
年
七
月
か
ら
巻
四
六
回
、
元
枯
六
年
八
月
〈
但
し
巻
四
六
七
、
十
月
に
「
朝
議
」
と
い
う
名
が
見
え

る

)

ま

で

、

「

王

巌

皇

目

録

」

、

各
所
の
注
に
引
用
さ
れ
る
。

そ
の
他
、

「
王
巌
吏
西
省
記
」
と
い
う
名
も
見
え
る
。

王
巌
皇
は
元
結
六

年
二
月
か
ら
七
年
五
月
ま
で
策
書
桓
密
院
事
を
つ
と
め
る
。

ロ
.
劉
撃
日
記

『
長
編
』
巻
四

O
九
、
元
祐
三
年
三
月
か
ら
、

各
四
六
六
、
元
結
六
年
九
月
(
注
に
「
劉
撃
閏
八
月
六
日
、
准
東
提
刑
鍾
淡
王
撃
を
鐙
量
せ
し
事

を
記
し
て
云
う
」
)
ま
で
各
慮
に
引
用
さ
れ
る
。
他
に
は
見
ら
れ
な
い
、
本
文
に
そ
の
ま
ま
劉
塾
日
記
を
引
用
し
て
い
る
箇
所
が
数
カ
所
あ

四
年
十
一
月
に
中
書
侍
郎
に
、
六
年
二
月
か
ら
十
一
月
ま
で

る
。
劉
撃
は
元
結
元
年
十
一
月
に
向
書
右
丞
、
二
年
五
月
に
向
書
左
丞
に
、

門
下
侍
郎
を
つ
と
め
る
。

『
直
粛
書
録
解
題
』
巻
七
、
停
記
類
に
「
劉
忠
粛
行
年
記
一
巻
。
丞
相
東
卒
劉
撃
華
老
撰
す
。
」
と
あ
る
。

日
.
活
組
馬
手
記



『
長
編
』
巻
四
四
八
、
元
結
五
年
九
月
、
巷
四
四
九
、
元
一
柘
五
年
十
月
の
注
に
見
え
る
。

M
.
文
瀦
公
私
記
日
文
彦
博

『
長
編
』
巻
一
八
二
、
嘉
枯
元
年
五
月
の
注
に
初
出
、
巻
四
五

O
、
元
結
五
年
十
一
月
の
注
ま
で
散
見
。
但
し
、
李
煮
は
「
私
記
、
誰
が

作
る
か
知
ら
ず
。

(
中
略
〉
蓋
し
其
の
子
孫
門
人
或
い
は
故
吏
輩
之
を
掲
る
の
み
。
」

に
よ
る
可
能
性
が
高
い
。
な
お
、
尤
蓑
『
、
念
初
堂
書
目
』
本
朝
雑
史
に
名
が
見
え
、

(
『
長
編
』
巻
四
三
七
〉
と
述
べ
て
お
り
、

『
直
粛
書
録
解
題
』
巻
七
、
停
記
類
に
は
「
文
瀦
公

後
人
の
手

私
記
一
巻
。
至
和
に
建
儲
を
請
う
こ
と
及
び
元
豊
褒
賞
の
事
を
記
す
。
」
と
見
え
る
。

日
.
曾
布
目
録

尤
裏
『
途
初
堂
書
目
』
本
朝
雑
史
に
曾
子
宣
目
録
、

曾
子
宣
手
記
節
略
の
名
が
、

『
郡
器
用
讃
書
志
』
巻
六
、

雑
史
類
に
「
骨
相
手
記
三

巻
。
右
、
紹
聖
の
初
め
、
元
一
柘
薫
繭
起
こ
る
。
曾
布
、
公
論
の
所
在
を
知
り
、
故
に
上
に
劃
す
る
語
、
多
く
南
端
を
持
す
。
又
た
相
ら
増

相
南
豊
曾
布
子
宣
撰
す
。
政
府
に
在
り
て
奏
針
施
行
せ
し
こ
と
及
び
宮
禁
朝
廷
の
こ
と
を
記
す
。」
と
あ
る
。

『
長
編
』
の
紹
聖
、

-151ー

損
し
以
て
此
書
を
著
す
と
云
う
。
」

と
あ
り
、

『
直
驚
書
録
解
題
』
巻
七
俸
記
類
に
「
紹
聖
甲
民
日
銀
一
巻
、
元
符
庚
辰
日
録
一
巻
。
丞

元
符

年
聞
の
記
事
の
各
慮
に
引
用
さ
れ
る
。

三
年
四
月
か
ら
崇
寧
元
年
間
六
月
ま
で
向
書
右
僕
射
を
つ
と
め
る
。

曾
布
は
紹
聖
元
年
〈
一

O
九
四
)
六
月
に
同
知
橿
密
院
事
、

四
年
間
二
月
に
知
橿
密
院
事
、

フじ
符

日
.
蒋
頴
叔
日
銀
一
蒋
之
寄

尤
一
柔
『
塗
初
堂
書
目
』
本
朝
雑
史
に
名
が
見
え
る
。
そ
の
他
、
周
必
大
『
文
忠
集
』
巻
一
八
に
「
践
蒋
頴
叔
橿
府
日
記
」
と
い
う
肢
が
見

蒋
之
寄
は
元
符
三
年
(
二

O
O
)
四
月
間
知
極
密
院
事
、
建

ぇ
、
極
密
院
に
い
た
二
年
半
に
記
さ
れ
た
日
記
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

中
靖
園
元
年
(
二

O
一
)
七
月
か
ら
崇
寧
元
年
十
月
ま
で
知
植
密
院
事
を
つ
と
め
て
い
る
。

口
.
呉
丞
相
手
録
υ

呉
敏

757 

『
直
粛
書
録
解
題
』
巻
七
、
停
記
類
に
「
呉
敏
元
忠
撰
す
。
靖
康
初
元
の
事
を
記
す
。
」
と
見
え
る
。

呉
敏
は
宣
和
七
年
三
二
九
〉
十
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二
月
に
門
下
侍
郎
、
靖
康
元
年
(
一
一
一
一
六
)
正
月
か
ら
八
月
ま
で
少
宰
乗
中
書
侍
郎
を
つ
と
め
て
い
る
o

m.
建
炎
筆
鎌
一
一
趨
鼎

建
炎
三
年
(
二
一
一
九
)
己
酉
か
ら
四
年
庚
成
、

の
戦
争
で
轄
々
と
し
た
皇
帝
に
庖
従
し
た
時
の
記
録
、

紹
輿
六
年
(
一
二
三
ハ
〉
丙
辰
、

七
年
丁
巳
の
四
年
聞
に
つ
い
て
記
す
。
前
二
年
は
金
と

後
二
年
は
宰
相
時
代
の
記
録
。

『
忠
正
徳
文
集
』
巻
七
に
牧
め
ら
れ
、

丙
辰
筆

録
、
丁
己
筆
録
と
稿
さ
れ
る
。
趨
鼎
は
建
炎
四
年
五
月
に
鑑
書
植
密
院
事
、
紹
興
四
年
九
月
に
右
僕
射
、

左
僕
射
を
つ
と
め
て
い
る
。

七
年
九
月
か
ら
八
年
十
月
ま
で

以
上
の
内
容
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
日
記
が
宰
執
在
任
中
に
室
田
か
れ
て
い
る
の
は
、

目
、
口
、
日
で
あ
り
、
時
政
記
の
執
筆
者
と
し
て
史
料
に
名
前
が
出
て
く
る
の
は
3
、

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

15 

4 

、
F
D
 

目
、
ー
で
あ
り
、
時
政
記
執
筆
の
任
に
雷
た

日
記
の
執
筆
開
始
時
期
を
見
て
い
く
と
、

5
の
王
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っ
た
宰
執
が
、

そ
の
一
方
で
日
記
を
書
き
留
め
て
い
た
こ
と
を
裏
附
け
て
く
れ
る
。
た
だ
、

安
石
、

日
の
王
巌
皇
の
例
の
よ
う
に
宰
執
就
任
時
以
前
よ
り
始
め
ら
れ
た
も
の
や
、
或
い
は
7
の
司
馬
光
の
よ
う
に
中
央
の
高
官
時
代
に
記
さ

れ
た
も
の
等
、
執
筆
中
の
範
聞
は
宰
執
か
ら
中
央
の
高
官
ク
ラ
ス
ま
で
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
宰
執
の
場
合
、
在
任
中
は
時
政
記

執
筆
の
た
め
、
或
い
は
宰
執
の
職
務
の
必
要
上
か
ら
、
皇
帝
一
と
の
舎
話
及
び
政
治
事
件
を
備
忘
鋒
と
し
て
附
け
て
い
た
た
め
で
あ
り
、
ま
た
先

に
見
た
『
高
宗
貫
録
』
の
事
例
の
よ
う
に
、
宰
執
か
ら
高
官
ク
ラ
ス
の
退
任
者
に
劃
し
、
貫
録
作
成
の
た
め
の
史
料
と
し
て
日
記
の
提
出
を
求

め
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

M
の
よ
う
に
特
定
の
事
件
を
記
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
り
、

9
の
『
呂
公
著
掌
記
』
の
よ
う
に
人
事
、
政
策
に
閲
す
る

備
忘
録
的
な
も
の
等
、
多
様
な
性
格
を
持
つ
も
の
が
作
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
基
本
的
性
格
は
、

5
の
『
王
安
石
日
銀
』
の
別
名
が

(

日

)

『
照
寧
奏
謝
』
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
皇
一
一
帝
と
の
政
治
的
舎
話
を
記
録
す
る
た
め
に
作
ら
れ
、
そ
し
て
文
瞳
の
差
は
有
る
も
の
の
、
時
政
記
の
史

料
源
D
と
極
め
て
性
格
の
類
似
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
内
容
は
時
政
記
と
比
べ
、
政
治
の
賓
態
を
生
々
し
く
映
し
出
し
て
く

日
記
内
容
は
1
、

れ
る
も
の
で
あ
る
。
幾
っ
か
例
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。



(

ロ

〉

(
例
一
)
陳
理
『
四
明
傘
莞
集
』
巻
二
聖
訓
門

劉
孝
孫
言
う
な
ら
く
、
御
批
も
て
、
市
易
務
、
如
し
乗
井
の
家
、
較
固
し
て
利
を
取
ら
ば
、
市
易
司
を
し
て
費
察
せ
し
め
、
三
司
を
し
て

僚
に
依
り
施
行
せ
し
む
る
を
請
い
し
こ
と
を
降
出
す
。
此
れ
仁
厚
も
て
民
を
愛
す
る
の
意
な
り
。
是
に
至
り
て
進
呈
す
、

と
。
余
日
く
、

劉
孝
孫
、
此
の
事
を
稽
頚
し
、
以
て
聖
政
と
鴛
す
。
臣
愚
痛
か
に
謂
へ
ら
く
、
此
れ
正
に
是
れ
聖
政
の
闘
な
り
。
較
固
法
は
是
れ
律
よ
り

以
来
行
用
す
る
有
り
。
但
だ
均
を
魚
す
所
以
を
申
明
す
る
の
み
。
均
し
け
れ
ば
貧
し
と
は
、
乃
ち
孔
子
の
言
な
り
。
政
に
於
い
て
何
れ
の

陛

下

此

れ

を

行

う

を

欲

せ

ず

。

豪

強

を

擢

制

す

る

に

敢

え

て

せ

ざ

る

所

有

る

を

窺

所
に
か
害
あ
ら
ん
。

此
れ
兼
井
の
家
、

以
て
陛
下
、

見
す
る
有
り
。
故
に
内
、
近
習
に
連
な
り
、
外
、
言
事
官
を
惑
わ
し
、

之
を
し
て
騰
口
せ
し
む
、

と

上
笑
い
て
日
く
、

己
に
律
あ
れ

ば
、
白
か
ら
施
行
す
ベ
し
。
故
に
僚
を
立
て
る
を
須
ち
い
ず
、

と
。
余
日
く
、
律
有
り
と
難
も
未
だ
嘗
て
行
わ
れ
ず
。
叉
未
だ
嘗
て
官
司

を
し
て
振
奉
せ
し
め
ず
e

須
く
先
に
申
令
し
、
乗
井
を
し
て
避
く
る
所
を
知
ら
し
む
る
ベ
し
、
と
。
上
回
く
、
若
し
法
を
設
け
て
之
を
傾

け
ば
、
則
ち
乗
井
、
白
か
ら
害
を
震
す
あ
た
わ
ず
、
と
。
余
日
く
、
若
し
明
ら
か
に
法
令
を
立
て
ず
、
但
だ
法
を
設
け
て
相
傾
け
ば
、
聞

か
く
の
ど
と
く

ち
是
れ
紙
舗
孫
家
の
魚
す
所
な
り
。
紙
舗
孫
家
は
是
れ
百
姓
た
り
。
故
に
百
姓
を
制
し
得
ず
。
止
だ
嘗
に
如
此
な
る
べ
し
。
量
に
傘
く
し

た
と
え
ば

て
天
下
の
主
と
な
り
て
、
乃
ち
只
如
紙
舗
孫
家
の
震
す
所
有
ら
ん
や
。
何
を
以
て
之
を
人
主
と
謂
わ
ん
や
。

-153-

こ
の

一
節
は
照
寧
五
年
(
一

O
七二)、

一
僚
を
紳
宗
が
削
除
し
た
の
に
劃
し
、

回
の
措
置
を
「
聖
政
の
閥
」
と
い
い
、
法
令
を
制
定
し
て
乗
井
の
家
を
抑
制
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
天
下
の
主
と
は
言
え
な
い
と
ま
で
述
べ
る
。

紳
宗
の
政
治
を
指
導
し
よ
う
と
す
る
王
安
石
の
姿
勢
が
如
買
に
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
や
り
と
り
は
『
王
安
石
目
録
』
の
各
慮
に
う

か
が
え
る
。
泰
孝
公
の
も
と
で
行
わ
れ
た
一
商
鞍
の
政
治
を
「
法
を
立
て
る
こ
と
簡
に
し
て
要
」
或
い
は

「
術
を
選
び
て
事
を
演
す
」
と
述
べ
、

呂
嘉
聞
が
申
請
し
た
十
三
箇
僚
の
市
易
法
俊
文
の
内
、
乗
井
の
家
を
抑
制
す
る
「
較
団
法
」
に
闘
わ
る

王
安
石
が
執
措
に
法
令
と
し
て
制
定
す
る
こ
と
を
求
め
た
箇
所
で
あ
る
。
そ
の
や
り
と
り
の
中
で
、
今
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見
な
ら
う
べ
き
も
の
と
し
て
神
宗
に
勤
め
た
り
(
袋
三
論
道
門
〉
、
或
レ
は
保
甲
法
の
導
入
に
劃
す
る
神
宗
の
や
り
方
は
慎
重
す
ぎ
る
(
巻
一
一
一
論

(

路

)

道
門
〉
、
及
び
軍
事
に
劃
し
て
小
事
に
ば
か
り
関
心
を
と
ら
れ
、
大
事
を
誤
っ
て
い
る
(
各
六
透
機
門
)
と
い
っ
た
批
判
が
端
的
に
表
現
さ
れ
る
。
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こ
う
し
た
生
々
し
い
政
治
の
記
録
は
『
王
安
石
目
録
』
だ
け
で
は
な
い
。

7
の
『
司
馬
光
日
記
』
に
は
、
司
馬
光
が
経
箆
留
身
(
皐
聞
の
進
講

を
抽
館
賞
す
る
経
定
官
が
、
進
講
終
了
後
、
残
っ
て
皇
帝
に
針
し
て
意
見
を
述
べ
る
も
の
)
の
際
の
神
宗
と
の
人
事
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
(
「
遁
英
留
針
録
」
〉

ゃ
、
垂
扶
殿
の
針
の
折
に
外
任
に
出
る
こ
と
を
願
い
出
た
上
、
さ
ら
に
王
安
石
等
新
法
黛
グ
ル
ー
プ
並
び
に
新
法
政
策
を
痛
烈
に
批
判
し
た
一

(
四
)

節
(
「
垂
扶
登
針
乞
知
外
郡
録
」
〉
が
記
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
御
史
中
丞
罷
克
の
慮
分
を
受
け
た
呂
公
著
を
擁
護
し
、
新
法
に
反
劃
す
る
蘇
棋
を

喪
服
期
聞
を
偏
っ
た
李
定
ほ
ど
ひ
ど
く
な
い
と
述
べ
、
ま
た
目
恵
卿
・
李
定
を
攻
撃
し
、
主
円
百
法
を
批
判
し
、
さ
ら
に
王
安
石
、
韓
緯
、
口
口
恵

卿
を
中
心
と
し
た
制
置
三
司
傑
例
司
瞳
制
を
批
判
す
る
な
ど
、
新
法
に
劃
す
る
司
馬
光
の
具
瞳
的
な
政
治
姿
勢
が
表
わ
さ
れ
る
。

ロ
の
『
劉
撃
日
記
』
で
は
、
政
治
事
件
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
る
外
、
首
時
の
奮
法
黛
内
の
人
間
関
係
が
詳
細
に
記
さ
れ
る
。
そ
の

一
節
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

ま
た
、(

劉
〉
塾
、
私
か
に
記
し
て
云
う
、
吾
の
去
る
を
求
め
る
な
り
、
量
に
有
然
な
ら
ん
や
。
吾
れ
寒
遠
よ
り
出
で
、
擢
さ
れ
し
よ
り
四
年
な
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り
。
買
に
其
の
分
を
遁
ぐ
。
園
に
於
い
て
既
に
顛
第
無
く
、
而
し
て
賢
路
を
妨
ぐ
。
宜
し
く
止
む
る
を
知
る
べ
し
。
此
れ
一
の
去
る
べ
き

E
も
と

な
り
。
元
枯
の
政
事
、
更
も
首
尾
す
る
者
零
落
し
て
幾
く
も
無
く
、
濁
り
吾
と
微
仲
と
在
る
の
み
。
徐
者
は
後
に
至
る
。
遠
者
は
纏
か
に

一
年
の
み
。
其
の
大
異
を
見
ざ
る
と
雌
も
、
然
る
に
之
を
趣
向
同
じ
と
謂
う
を
得
ざ
る
な
り
。
或
い
は
漠
然
と
南
つ
な
が
ら
可
と
し
、
或

い
は
深
く
其
の
意
を
醸
し
、
測
る
べ
か
ら
ず
と
魚
す
。
或
い
は
異
意
を
以
て
陰
か
に
其
の
害
を
入
れ
、
公
け
に
話
誤
を
庫
に
す
。
塾
、
近

ご
ろ
中
司
の
了
章
に
因
り
政
を
論
ず
る
に
、
願
う
ら
く
は
大
臣
を
戒
め
、
共
に
此
の
義
を
敦
く
し
、
改
更
の
事
に
預
か
ら
ず
と
謂
い
、
途

に
同
異
の
心
を
懐
く
勿
か
れ
、
と
云
う
有
り
。
是
に
於
い
て
所
調
後
に
至
る
者
皆
な
楽
し
ま
ず
。
楽
し
ま
ざ
れ
ば
、
則
ち
意
、
生
ぜ
ざ
る

を
得
ず
。
放
に
政
論
一
な
ら
ず
、
陰
か
に
相
向
背
し
て
朋
を
震
し
、
而
し
て
呂
相
も
亦
た
都
司
吏
額
の
事
よ
り
後
、
吾
に
於
い
て
疑
心
有

而
し
て
異
志
有
り
、
利
害
を
同
じ
く
す
る
者
才
か
に
二
人
、
而
し
て
疑
心
有
り
。
則
ち
量
に
濁
り

孤

立

す

る

こ

と

之

れ

易

か

ら

ざ

ら

ん

や

。

貫

に

園

事

の

病

有

る

を

曜

る

な

り

。

身

を

全

う

す

る

の

智

有

る

り
。
夫
れ
政
事
を
共
に
す
る
者
六
人
、

古
人
園
を
安
ん
ず
る
の
志
、

者
、
多
く
引
き
て
之
を
避
く
。
此
れ
去
る
べ
き
の
こ
な
り
。
去
年
六
月
活
実
夫
罷
め
し
後
、
此
に
至
り
て
右
撲
を
闘
く
。
安
厚
卿
憂
に
丁



り
、
近
ご
ろ
叉
、
孫
和
父
嘉
ず
。
吾
の
位
途
に
衆
人
の
上
に
在
り
。
議
者
或
い
は
次
を
以
て
遁
い
に
及
ぼ
さ
る
れ
ば
、
勢
畳
に
安
ん
ず
る

を
得
ん
や
。
此
れ
三
の
去
る
べ
き
な
り
。
聞
く
な
ら
く
、
外
藷
落
と
し
て
以
う
な
ら
く
、
吾
、
廟
議
に
於
い
て
合
わ
ず
し
て
去
る
有
り
、

と
。
叉
謂
う
な
ら
く
、
微
仲
比
ご
ろ
数
し
ば
留
身
す
る
を
見
て
、
憐
る
所
有
り
て
去
る
、
と
。
皆
非
な
り
。
又
以
謂
久
閥
補
わ
れ
ず
、
悉

み
て
去
る
を
求
む
、

と
。
此
れ
無
知
の
言
な
り
。

士
大
夫
、

吾
の
此
の
奉
を
喜
ぶ
者
、
亦
た
一
な
ら
ず
と
し
か
云
う
。

(
『
長
編
』
巻
四
回

六
、
元
結
五
年
八
月
戊
戊
)

こ
の
日
記
は
、

宰
相
劉
撃
が
外
任
を
求
め
た
時
期
(
元
結
五
年
(
一

O
九
O
〉
八
月
頃
)
の
も
の
で
あ
る
。

そ
の
中
で
、

嘗
初
よ
り
奮
法
業
政

権
を
捻
っ
て
き
た
仲
間
た
ち
が
政
界
を
離
れ
、
今
で
は
呂
大
防
と
二
人
の
み
と
な
っ
た
こ
と
、
そ
の
自
大
防
と
も
向
書
省
の
吏
額
問
題
を
契
機

に
気
ま
ず
く
な
り
、
現
在
、
政
事
を
共
に
す
る
宰
執
の
内
で
六
人
は
意
見
を
異
に
し
、
利
害
を
同
じ
く
す
る
も
の
は
二
人
で
あ
る
も
の
の
疑
念

を
懐
い
て
い
る
、
と
い
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。

同
様
な
政
略
の
内
部
事
情
を
語
っ
た
記
事
は
『
長
編
』
に
散
見
し
、
例
え
ば
、

(
前
略
〉
初
め
、
(
停
〉
尭
食
、
留
身
し
て
此
の
事
を
白
さ
ん
と
欲
す
。

(
呂
〉
大
防
等
識
す
る
に
、
留
ま
る
を
須
い
ず
、
但
だ
衆
に
封
し

た
だ

て
之
を
陳
べ
れ
ば
可
な
り
を
以
て
す
。
劉
撃
謂
へ
ら
く
、
実
食
既
に
文
字
を
祭
書
す
。
御
て
訴
え
る
所
有
り
て
己
知
ら
ず
と
謂
い
、
直
衆

人
欺
謹
し
て
其
の
鎮
書
を
取
る
と
以
矯
う
。
故
に
街
子
に
白
か
ら
昏
観
す
と
云
う
。
其
の
留
身
せ
ん
と
欲
す
は
、
蓋
し
特
に
簾
前
に
就
き

ょ

て
其
の
歎
謹
の
罪
を
衆
人
に
嫁
せ
ん
と
す
る
な
り
。
大
防
等
其
の
読
を
噴
る
に
積
り
之
を
止
む
。
徐
む
ろ
に
聞
く
な
ら
く
、
+
亮
散
を
激
し

品
亮
食
・
純
曜
、

-155ー

て
此
を
魚
さ
し
む
る
は
、

防
、
既
に
桑
散
を
信
じ
、
莞
島
断
も
叉
、
多
く
純
躍
一
二
輩
に
謀
る
。
所
以
に
差
除
の
問
、
多
く
洛
人
及
び
韓
氏
姻
奮
を
用
い
る
と
し
か
云

寅
に
給
事
中
沼
純
躍
な
り
。

韓
氏
に
お
い
て
親
を
連
ね
、

事
多
く
密
か
に
純
曜
に
寄
る
。
大

う

ハ
『
長
編
』
巻
四
四
九
、
元
一
脂
五
年
十
月
丁
巳
)

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
元
結
五
年
(
一

O
九
O
)
十
月
、
三
省
で
集
議
し
決
定
し
た
刑
名
の
審
議
方
法
(
「
公
案
、
透
防
に
係
る
者
は
、
文
臣
は
都
省
に

761 

上
り
、
武
臣
は
密
院
に
上
り
て
、
同
に
旨
を
取
る
」
)
に
つ
い
て
、
中
書
侍
郎
停
案
散
が
異
議
を
唱
え
た
事
件
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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劉
撃
は
、
こ
の
事
件
の
背
後
に
は
、
中
書
侍
郎
停
尭
食
が
動
か
し
た
給
事
中
沼
純
櫨
の
存
在
が
あ
り
、
そ
し
て
、
韓
氏
の
姻
戚
に
連
な
る
侍
尭

食
、
活
純
雄
の
グ
ル
ー
プ
が
大
き
な
勢
力
を
形
成
し
、
こ
れ
に
自
大
防
が
荷
捨
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
的
に
述
べ
る
。

ま
た
、
次
の
記
事
は
、
劉
撃
が
宰
相
を
僻
任
す
る
直
前
の
も
の
だ
が
、

劉
塾
、
(
曾
〉

肇
の
事
を
絞
し
て
云
う
、
肇
、
博
撃
能
文
な
り
。
前
年
、
奈
確
を
責
め
し
と
き
、
中
書
舎
人
彰
汝
嘱
、
頗
る
人
に
告
げ
て

日
わ
く
、
肇
、
我
を
敬
す
る
な
り
。
始
め
我
が
議
を
助
け
、
縫
い
で
奏
せ
ん
と
欲
す
。
今
奏
せ
ざ
る
は
、
是
れ
我
を
買
る
な
り
。
言
者
其

の
読
を
取
り
、
肇
、

排
ぜ
ず
し
て
去
る
を
求
む
。

汝
璃
去
年
召
還
さ
る
。

肇
又
一
年
に
し
て
召
さ
る
も
、

タ
扉
猶
お
以
て
不
可
と
震
す

は
、
何
ぞ
や
。
汝
嘱
に
韓

・
沼
の
助
有
る
が
故
な
り
。
衆
謂
へ
ら
く
肇
、
沈
深
し
保
ち
難
し
、
と
。
議
者
頗
る
之
を
疑
い
、
其
の
来
る
を

欲
せ
ず
し
て
謂
う
な
ら
く
、
其
れ
陰
狼
な
れ
ば
、
異
日
害
を
帰
す
こ
と
必
せ
り
。
汝
瞬
、
異
論
あ
る
と
雄
も
、
浅
憩
に
し
て
見
易
く
、
慮

る
に
足
ら
ず
、
と
。
肇
今
日
略
ぽ
上
前
に
於
い
て
之
を
論
じ
以
謂
な
ら
く
、
二
人
の
賢
否
邪
正
、
皆
な
未
だ
論
ぜ
ず
。
但
だ
上
書
し
て
奈

確
を
救
い
し
者
は
、
汝
璃
な
り
。
肇
之
を
数
す
と
調
う
は
、
俸
聞
の
言
な
り
。
汝
瞬
、
才
か
に
一
年
に
し
て
即
ち
に
召
さ
る
。
肇
、
二
年

た

と

え

に
し
て
乃
ち
蓄
物
に
還
る
は
、
反
て
不
可
と
す
。
借
使
之
を
敬
す
る
に
迩
有
る
も
、
猶
嘗
に
行
蓮
一
位
一
寸
た
る
べ
し
。
況
ん
や
俸
聞
よ
り
出

る
を
や
。
是
非
明
ら
か
な
ら
ず
し
て
便
ち
に
則
責
を
行
う
。
恐
る
ら
く
は
以
て
天
下
を
服
す
る
こ
と
無
か
ら
ん
や
。
買
に
朝
廷
の
得
失
に

か
〈
の
C
と
き

繋
ぐ
。
肇
、
今
嘗
に
且
く
罷
む
べ
し
。
然
る
に
今
後
如
此
の
事
、
須
く
嘗
に
先
に
是
非
を
排
じ
、
乃
ち
賞
罰
を
行
う
べ
し
。
人
を
し
て
寛

E
い
ね
が

柾
無
か
ら
し
め
、
亦
た
以
て
朋
黛
傾
陥
の
事
を
塞
ぐ
を
庶
う
。
議
し
て
日
わ
く
、
極
め
て
是
な
り
、
極
め
て
是
な
り
、
と
。
肇
、
要
人
に

得
.
さ
る
こ
と
一
な
ら
ず
し
て
、
略
ぼ
肇
の
言
を
助
く
る
者
無
し
。
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(
『
長
編
』
各
四
六
二
、
元
結
六
年
七
月
己
卯
)

と
あ
り
、
曾
肇
の
中
書
舎
人
任
命
人
事
が
中
止
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
。
察
確
弾
劾
時
に
察
確
を
擁
護
し
た
と
し
て
左
遁
さ
れ

た
彰
汝
腐
の
例
を
引
き
な
が
ら
、
彼
が
一
年
で
復
闘
で
き
た
の
は
韓
氏
・
花
氏
グ
ル
ー
プ
の
援
助
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
曾
肇
の
左
遜
は
停

聞
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
二
年
経
っ
て
も
と
の
ポ
ス
ト
に
戻
れ
な
い
の
は
不
営
で
あ
る
と
哲
宗
に
申
し
上
げ
る
。

と
こ
ろ
が
、

哲
宗
か
ら
は

「
極
め
て
是
な
り
」
と
い
う
言
葉
を
貰
い
な
が
ら
、
宰
執
・
高
官
に
は
劉
撃
の
護
言
を
助
け
る
も
の
が
な
か
っ
た
と
述
べ
ら
れ
る
。



か
つ
て
、
奮
法
黛
政
治
の
中
一
核
を
捨
っ
た
劉
撃
集
圏
を
中
心
に
、
元
枯
時
代
の
政
治
を

I
劉
撃
集
園
の
形
成
J
全
盛
期
①
(
元
堕
八
年
三
月
l

元
祐
二
年
五
月
〉
、

E
全
盛
期
②
(
元
砧
三
年
二
月
J
五
年
五
月
)
、

E
劉
塾
集
圏
の
衰
退
J
新
法
黛
の
復
活
(
元
結
五
年
六
月
J
紹
聖
元
年
三
月
〉
の
一
ニ

(

却

〉

期
に
分
け
、
分
析
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。
劉
拳
日
記
は
第

E
期
か
ら
第
E
期
に
か
け
て
書
か
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
こ
の
時
期
に
お
い
て
劉

撃
が
次
第
に
奮
法
窯
内
で
孤
立
し
て
い
く
様
が
書
か
れ
て
お
り
、
嘗
時
の
涯
閥
争
い
の
貧
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
日
記
は
時
政
記
よ
り
生
々
し
い
政
治
貫
態
を
映
し
出
し
て
く
れ
る
。

『
紳
宗
寅
鋒
』
の
編
纂
の
際
に
新
法
黛
・
奮
法
黛
の

立
場
を
鮮
明
に
表
す
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
の
涯
闘
が
日
記
を
利
用
し
た
り
、
李
煮
が
『
長
編
』
を
編
纂
す
る
際
、
多
く
の
日
記
を
参
考
史
料
と
し

て
用
い
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四

官
撰
史
料
編
纂
と
政
治
構
造
と
の
関
係

そ
も
そ
も
、
個
人
の
日
記
が
丈
撃
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
登
場
し
て
く
る
の
は
、
唐
代
末
頃
で
あ
り
、
本
格
的
に
書
か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は

宋
代
か
ら
で
あ
る
。
宋
代
に
お
い
て
は
放
行
記
、
日
常
生
活
を
描
い
た
身
漫
日
記
、
政
治
家
が
記
し
た
政
治
日
記
、
外
交
使
節
の
日
記
な
ど
様

(

幻

)

々
な
日
記
が
登
場
す
る
。
各
種
の
『
書
目
』
を
見
る
限
り
で
は
、
北
宋
期
に
政
治
日
記
が
よ
く
書
か
れ
、
南
宋
期
に
は
放
行
記
や
日
常
生
活
を
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描
い
た
身
遁
日
記
が
よ
く
書
か
れ
た
と
い
う
傾
向
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
傾
向
は
検
出
し
た
十
八
の
事
例
か
ら
も
う
か
が
え
、
政
治
日
記
は
北
宋
の
第
六
代
紳
宗
、
第
七
代
哲
宗
朝
頃
に
盛
ん
に
作
成
さ
れ
、
第

八
代
徽
宗
朝
頃
よ
り
南
宋
初
期
に
か
け
て
減
少
し
て
い
き
、
南
宋
中
期
以
降
に
は
姿
を
治
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
前
者
の
時
期
は
新

し
た
日
記
が
盛
ん
に
書
か
れ
た
の
は
、

日
記
は
蛍
時
の
活
湿
な
言
論
朕
況
を
示
し
て
く
れ
る
。
恐
ら
く
、
こ
う

(
勾
)

『
英
宗
貫
録
』
作
成
の
た
め
に
宰
執
よ
り
積
極
的
に
史
料
提
供
を
求
め
た
紳
宗
の
よ
う
に
、
言
論
を
許

一
方
、
後
者
の
北
宋
末
か
ら
南
宋
初
め
は
、
章
惇
、
察
京
、
秦
槍
等
新
法
糞
系
の
政
治
家
が
政

法
禁
、
蓄
法
黛
の
聞
で
激
し
い
議
論
の
鷹
酬
が
あ
っ
た
時
期
で
あ
り
、

容
す
る
皇
帝
一
の
姿
勢
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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擢
を
掌
握
し
、

「
元
枯
黛
禁
」
や
「
文
字
獄
」
や
「
私
史
・
野
史
の
禁
」
を
行
い
、

自
己
の
勢
力
に
と
っ
て
不
都
合
な
史
料
を
抹
消
し
、
思
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想
・
一
言
論
弾
匿
に
つ
と
め
た
時
期
で
あ
る
。
私
撰
史
料
で
あ
る
日
記
が
蔑
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
嘗
時
の
政
治
の
風
潮
を
反
映
し
た
も
の
と
考

(

幻

)

え
ら
れ
る
。

政
治
史
料
の
編
纂
は
、
こ
の
よ
う
な
短
期
の
政
治
構
造
の
饗
化
に
影
響
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
長
期
的
な
政
治
構
造
の
蟹
化
に
も
封
躍
し

て
い
る
。
先
に
唐
代
、
宋
代
、
明
代
の
官
撰
史
料
の
編
纂
過
程
の
獲
化
を
「
起
居
注
の
時
代
」
、
「
時
政
記
の
時
代
」
、
「
槍
案
文
加
の
時
代
」

と
概
括
し
た
が
、
こ
の
区
分
は
嘗
時
の
政
治
構
造
と
見
事
に
呼
躍
す
る
。

唐
代
の
政
治
史
料
と
政
治
空
間
の
関
係
に
つ
い
て
は
官
頭
で
述
べ
た
逼
り
で
あ
り
、
起
居
注
か
ら
時
政
記
へ
の
移
行
は
、
皇
帝
一
の
政
治
決
裁

の
場
が
次
第
に
内
殿
に
重
心
を
移
す
こ
と
に
仲
い
、
皇
帝
と
の
重
要
な
曾
話
記
録
を
起
居
注
の
官
か
ら
宰
執
が
代
わ
っ

て
記
録
す
る
こ
と
か
ら

(

川

品

)

起
こ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
唐
代
前
中
T

か
ら
後
半
へ
の
政
治
構
造
の
襲
化
は
、

は
、
唐
代
前
宇
ま
で
は
皇
帝
の
も
と
に
宰
相
を
中
該
と
す
る
行
政
府
が
置
か
れ
、
こ
の
行
政
府
が
政
治
を
運
営
す
る
睦
制
を
取
っ
て
い
た
。
唐

代
後
半
に
な
る
と
植
密
院
、
翰
林
院
と
い
っ
た
幾
つ
か
の
官
鹿
が
新
設
さ
れ
て
皇
帝
の
直
属
と
な
り
、
ま
た
諸
官
鹿
並
び
に
官
僚
が
宰
相
を
中

政
治
空
聞
の
移
行
だ
け
で
は
な
い
。
政
治
機
関
と
し
て

一
夜
と
す
る
行
政
府
を
介
す
る
こ
と
な
く
、
皇
帝
と
直
接
封
面
し
た
り
、
或
い
は
直
接
文
書
を
提
出
す
る
政
治
シ
ス
テ
ム
の
護
達
を
み
る
こ
と
と

な
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
護
達
を
受
け
、
決
の
宋
代
に
な
る
と
、
官
僚
が
様
々
な
機
舎
に
皇
帝
に
直
接
曾
っ
て
意
見
を
申
し
上
げ
る
「
封
」
と

呼
ば
れ
る
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し
、
政
治
意
思
決
定
の
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
、
唐
代
ま
で
の
官
僚
の
集
議
の
方
式
に
取
っ
て
代
わ

(

お

)

る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
官
僚
た
ち
の
集
議
よ
り
も
、

-158ー

一
割
一
或
い
は
一
封
複
数
で
行
わ
れ
る
、
皇
帝
と
官
僚
と
の
意
見
交
換
が
政
治
意
思

決
定
の
上
で
大
き
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
例
え
ば
目
中
『
皇
朝
中
興
大
事
記
』
巻

一
「
復
轄
劃
故
事
」
の
記

事
が
よ
く
示
し
て
く
れ
る
。

皇
帝
が
宰
執
|
「
宰
輔
宣
召
」
、

侍
従
l

「
侍
臣
論
思
」
、

経
箆
官
|
「
鰹
建
留
身
」
、

翰
林
事
士
|
「
翰
苑
夜

封
」
、
起
居
郎
・
起
居
合
人
|
「
二
史
直
前
」、

百
官
|
「
群
臣
召
掃
、
百
官
輪
封
」
、
地
方
長
官
|
「
監
司
・
帥
守
見
解
」
、
小
官
l
「
小
臣
特

(
お
〉

引
」
と
い
っ
た
個
々
の
官
僚
と
の
「
劃
」
の
機
舎
を
通
じ
、
様
々
な
官
僚
と
の
接
燭
か
ら
政
治
情
報
を
獲
得
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
宋
代
に
お
い
て
は
、
皇
帝
の
一
日
は
、
前
肢
親
朝
、
後
殿
硯
朝
、
経
鐘
留
身
、
翰
苑
夜
封
と
い
っ
た
各
種
の
「
針
」
の
バ
リ
エ

l
シ



<官僚>

(内減、外城に居住)

宋代の政治的時開(皇帝の一日〉

<皇帝>

登間鼓の訴状、上奏閲覧

V 

就寝

園2
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官僚たち起床 (4-5更)

出動→待漏院で関門待ち

福寧殿で起床(身支度、上奏閲覧)

(未明十刻前=2時間 24分前)

中書、枢密院、三司、審Jf!J院、
開封府、誇対官順次上奏

<文徳殿常靭(常参官)> 

前殿視朝の際に上奏出来なか

った者が順次上奏

(宣官、走馬承受、侍従、入

見・入辞など)

前殿=垂鉄殿視靭

(辰~Jを目途に)

辰後、内廷に戻り、

衣服を着替え食事を取る。

後殿=延和殿乃至崇政殿視靭

(己主IJを目途)

昼頃まで政務を執る(上奏、書籍閲覧)

or崇政殿、延和殿での閲兵、慮囚(不定期に実施)

法遁英関、経箪(+経箆留身) 経箆官

1 41， (二月~端午、八月~冬至の陥日開講)

1 611 1 

1 811 

翰苑夜対

or上奏閲覧、読書
or習射

当直の翰林学士・経笠宮

*宋代の政治的時間を考える際に，注意しておかなければならないことは日の出から日の

入りの聞は 1辰刻=2hの定時法が，日の入りから日の出までの夜の時開は夜の聞を 5

更に分ける不定時法が用いられたことである。

夜

ョ
ン
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い

る
(
圃
2

宋
代
の
政
治
的
時
開

(
皇
一
帝
の
一
日
)
参
照
)
。
詳
細
は

別
稿
中
で
述
べ
た
の
で
省
略
す

る
が
、
簡
単
に
言
え
ば
、
午
前

中
に
行
わ
れ
る
硯
朝
の
時
聞
に

お
い
て
は
、
宰
執
以
下
の
重
要

官
醸
の
長
官
を
主
と
し
て
接
見

す
る
「
前
肢
現
朝
」
の
時
間
、

-159ー

そ
し
て
休
憩
を
挟
み
そ
の
他
の

官
並
び
に
「
劃
」
の
請
求
の
あ

っ
た
官
と
接
見
す
る
「
後
肢
覗

靭
」
の
時
聞
が
設
け
ら
れ
て
い

る
。
次
に
午
後
に
は
一
年
中
で

は
な
い
が
、
ご
準
講
の
時
間
で

あ
る
「
鰹
鐘
」
の
時
間
並
び
に

経
鐘
官
を
留
め
て
政
務
そ
の
他

に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行
う

「
経
鐘
留
身
」

の
時
聞
が
あ
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り
、
そ
し
て
夜
に
は
嘗
直
の
翰
林
皐
士
、
経
箆
官
を
召
し
、
意
見
交
換
を
行
う
「
翰
苑
夜
針
」
の
時
聞
が
あ
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

ま
た
「
封
」
は
す
べ
て
の
官
僚
に
お
し
な
べ
て
興
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
嘗
時
の
史
料
を
見
て
い
く
と
、
皇
帝
と
の
「
封
」
を
行

え
る
頻
度
に
よ
っ
て
、
宰
執
/
向
書
六
曹

・
蓋
諌
/
侍
従
/
監
司
・
知
州
・
そ
の
他
中
央
の
官
僚
と
い
っ
た
順
に
差
別
化
が
な
さ
れ
て
お
り
、

(

幻

)

こ
の
住
組
み
に
基
づ
き
官
僚
が
受
け
る
官
品
と
は
別
の
階
層
秩
序
を
形
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
宋
代
の
政
治
史
料
の
中
で
、
宰
執
と
言

路
の
官
〈
政
事
批
剣
を
行
う
肇
諌
、
給
事
中
、
中
書
舎
人
よ
り
構
成
。
給
事
中
、
中
書
舎
人
は
侍
従
暦
に
位
置
す
る
〉
の
護
言
が
多
く
残
さ
れ
、
こ
れ
ら
二

つ
の
官
僚
層
を
軸
に
政
治
が
展
開
し
た
の
も
、
貫
は
こ
の
制
度
に
よ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
仕
組
み
の
結
果
と
し
て
、
宋
代
の
政
治
史
料
は
、
皇
一帝
と
官
僚
と
の
聞
で
交
わ
さ
れ
た
舎
話
を
重
視
す
る
こ
と
と
な
り
、
園

3
の
よ
う
に
時
政
記
、
日
記
、
起
居
注
、

「
遜
英
記
注
」
を
作
成
す
る
た
め
の
記
録
を
集
め
る
こ
と
に
意
を
注
ぐ
こ
と
と
な
る
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
を
も
う
少
し
丁
寧
に
説
明
す
れ
ば
次
の
通
り
と
な
る
。

園
3 

宋
代
の
各
種
の
「
劉
」
シ
ス
テ
ム
に
削
割
腹
す
る
政
治
史
料
編
纂

〈
皇
帝
の

一
日

〉

〈

政

治

史

料

〉

一

前

殿

(

垂

扶

殿

〉

覗

朝

一

一
後
殿
(
延
和
殿
或
い
は
崇
政
殿
)
視
朝
一

ω皇
帝
と
宰
執
と
の
や
り
と
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り
は
、
時
政
記
を
中
心
に
記
録

さ
れ
た
。
具
瞳
的
に
は
、

中

午
前
中

宰
執
H
V
時
政
記
、
日
記

書
時
政
記
』
、

『
橿
密
院
時
政

高
官
川
V

日
記

午
後

‘ー一ーーーー

一
般
官
僚
H
V
起
居
注
の
史
料
源
C

記
』
が
作
成
さ
れ
る
。

そ
の

他

財
政
を
措
嘗
し
、

計

経
鐙
官
川
V

「遜
英
記
注
」

相
」
と
稽
さ
れ
た
三
司
に
も
同

夜

翰
苑
夜
封
(
内
東
門
小
殿
〉

翰
林
泉
士
、
経
鐙
官
H
V
日
記

と様
すな
る記
記録
事が
も附
あ(け
る28ら
。)れ

まて
たい

Tこ

‘ーー

『
長
編
』
中
に
は
、

『
御
史
蓋



王
遊
『
御
史
記
』
、
宮
崎
潔
己
『
御
史
蓋
記
』
な
ど
所
謂
『
御
史
蓋
記
』
な
る
史
料
、
が
何
度
と
な
く
引
用
さ
れ
る
。
こ
の
書
は
御
史
蓋
官
の

(

却

〉

名
簿
・
事
跡
や
御
史
蓋
の
職
務
に
関
わ
る
儀
制
・
穀
令
格
式
な
ど
を
詳
細
に
記
し
て
お
り
、
性
格
を
異
に
す
る
が
、
主
要
官
鹿
に
お
い
て
政
治

に
関
わ
る
重
要
事
跡
が
編
纂
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
よ
う
。

記』、

ω宰
執
か
ら
高
級
官
僚
の
聞
で
、
皇
一
帝
一
と
の
舎
話
、
重
要
な
政
治
事
件
な
ど
に
つ
い
て
政
治
日
記
が
附
け
ら
れ
た
こ
と
は
先
に
論
じ
た
通
り

で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
目
的
は
時
政
記
執
筆
の
た
め
で
あ
り
、
ま
た
貫
録
編
纂
時
に
列
俸
の
史
料
と
な
る
行
朕
、
墓
誌
等
と
共
に
提
出
が
求
め

ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ω一
般
官
僚
に
は
、
皇
帝
と
「
封
」
を
行
っ
た
際
に
は
、
起
居
注
の
官
に
皇
帝
の
言
葉
を
記
録
し
提
出
す
る
義
務
が
あ
っ
た
。
こ
の
義
務
が

規
則
通
り
に
賓
行
さ
れ
て
い
た
か
分
か
ら
な
い
が
、

例
え
ば
員
徳
秀
『
西
山
文
集
』
(
『
四
庫
全
書
』
木
)
巻
四
に
は
「
得
聖
語
申
省
航
」
、
各
五

に
「
得
聖
語
申
後
省
朕
」
、
巻
二
二
に
「
得
聖
語
申
省
拭
」
と
あ
り
、
起
居
注
の
官
が
所
属
す
る
門
下
後
省
、
中
書
後
省
へ
聖
語
を
届
け
て
い

る
事
例
を
確
認
で
き
る
。
そ
の
文
瞳
を
見
る
と
、
「
謹
舎
、
某
今
月
十
二
日
上
殿
奏
事
、
:
:
:
蒙
宣
誌
」
、
「
置
封
、
某
今
月
十
四
日
、
輪
嘗
進

讃
三
朝
賓
訓
、
:
:
:
某
奏
云
、
:
:
:
玉
一
音
云
」
、
「
今
月
十
三
日
午
時
蒙
恩
、
選
徳
殿
内
引
奏
事
:
:
某
奏
云
、
:
:
:
上
日
」
と
い
っ
た
よ
う

に
、
臣
下
の
上
奏
と
皇
帝
の
宣
識
を
ま
と
め
た
形
で
記
録
さ
れ
て
い
る
。
先
に
日
記
の
事
例
と
し
て
紹
介
し
た
『
増
康
司
馬
温
公
全
集
』
巻
二
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手
録
に
採
録
さ
れ
る
「
奏
街
井
暴
蘇
賦
等
録
」
、
「
垂
扶
登
封
乞
知
外
郡
録
」
等
は
、
そ
う
し
た
記
録
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ωご
準
講
の
場
所
は
遁
英
殿
が
主
と
し
て
用
い
ら
れ
、
こ
の
折
の
ご
進
講
の
記
録
が
編
纂
さ
れ
た
。

「
元
枯
延
英
記
注
」
、
「
紹
興
遜
英
記
注
」
、

『
玉
海
』
巻
四
八
、
襲
文
に
は
「
淳
化

崇
政
殿
起
居
注
」
、

「
景
枯
遁
英
・
延
義
二
聞
記
注
」
、

(
初
〉

記
注
」
等
の
名
が
史
料
に
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
ご
進
講
の
際
の
記
録
で
あ
り
、
司
馬
光
の
「
手
録
」
に
残
さ
れ
て
い
る
「
遁
英
殿
奏
劉

「
乾
道
鮮
蟻
般
記
注
L

、

「淳
一
昭
絹
照
殿

(
司
清
正
存
稿
』
巻
二
〉
、

(

況

)

陳
淵
「
経
鍾
準
講
故
事
」
(
『
験
堂
集
』
巻
一
四
)
等
の
ご
準
講
の
際
に
述
べ
た
自
ら
の
政
治
意
見
や
講
義
内
容
を
記
し
た
も
の
や
、
+
氾
租
高
「
遁

英
閣
奏
封
筒
子
」
(
『
沼
仲
太
史
集
』
各
一
一
一
一
一
)
、
朱
烹
「
程
箆
留
身
面
陳
四
事
割
子
」
(
『
晦
庵
集
」
巻
一
四
)
、
史
浩
「
経
鑓
薦
石
啓
等
街
子
」
(
『
節

こ
の
他
、

各
種
文
集
を
播
く
と
、

徐
鹿
卿
「
経
鑑
奏
己
見
」

「
己
巳
準
故
事
」

録
」
も
同
種
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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峯
員
隠
漫
録
』
巻
八
)
な
ど
、
経
症
の
際
に
他
の
「
封
」
の
機
舎
と
同
様
、
街
子
を
提
出
し
政
治
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
た
り
、
官
僚
を
推
薦
し

た
り
し
て
い
る
様
子
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
宋
代
の
政
治
史
料
は
、
「
劃
」
シ
ス
テ
ム
と
密
接
に
関
係
し
な
が
ら
作
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
明
代
に

な
る
と
、
宰
相
制
度
が
麿
止
さ
れ
、
中
央
の
官
聴
が
皇
帝
直
属
と
な
り
、
政
治
意
一
思
決
定
は
、
内
閣
が
皇
帝
の
命
令
を
起
草
す
る
「
票
擬
」
と

呼
ば
れ
る
形
式
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
の
内
閣
は
、
百
官
を
統
轄
す
る
行
政
府
の
長
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
も
皇
帝
の
輔
佐
役
・
代
言
人
で
あ
り
、
そ
の
役
目
を
通
し
て
政
治
の
大
権
を
掌
握
す
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
「
票
擬
」
に
よ
る
政

策
決
定
シ
ス
テ
ム
は
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
閥
興
で
き
る
内
聞
大
事
土
及
び
司
薩
監
を
中
核
と
す
る
宣
官
に
大
き
な
擢
力
を
興
え
る
こ
と
と
な

る
。
時
政
記
が
作
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
宰
相
制
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
以
上
の
よ
う
な
新
し
い
シ
ス
テ
ム
と
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、
明
代
後
半
の
皇
帝
は
政
治
の
場
に
姿
を
現
さ
な
く
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
起
居
注
、
日
暦
が
一
時
期
を
除
き
殆
ど
作
成
さ
れ

(
m
M
〉

な
く
な
る
の
も
こ
う
し
た
皇
帝
の
政
治
姿
勢
と
関
わ
っ
て
い
た
か
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
明
代
の
貫
録
の
編
纂
が
槍
案
文
珊
を
中
心

に
行
わ
れ
て
い
く
の
は
、

「
封
」
シ
ス
テ
ム
か
ら
「
票
擬
」
を
機
軸
と
し
た
政
治
運
営
の
襲
化
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
治
構
造
と
政
治
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史
料
の
編
纂
と
は
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
裏
附
け
て
く
れ
る
。

五

小
結
|
|
展
望
に
代
え
て

政
治
史
料
は
、
園
家
や
編
者
の
意
園
、
嘗
時
の
政
治
構
造
と
い
っ
た
様
々
な
媒
介
物
を
鰹
て
政
治
の
姿
を
映
し
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
政
治

史
研
究
者
は
で
き
る
限
り
そ
の
媒
介
物
に
よ
っ
て
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
本
来
の
姿
を
復
元
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
宋
代
政

治
史
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
依
援
し
て
き
た
私
撰
の
編
年
瞳
史
料
を
そ
の
ま
ま
事
買
と
し
て
讃
み
取
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
編
纂
史
料
が
依
援
し

日
記
、
随
筆
、
私
史
、
墓
誌
・
行
朕
等
の
私
撰
史
料
を
も
と
に
巌
密

な
史
料
批
判
を
行
い
、
記
事
の
背
後
に
あ
る
政
治
構
造
や
、
史
料
を
採
揮
し
た
編
者
や
園
家
・
政
治
家
の
一
意
圃
を
讃
み
解
く
作
業
が
不
可
依
と

た
起
居
注
、
時
政
記
、

日
暦
、
貫
録
、
園
史
、
舎
要
等
の
官
撰
史
料
や
、



な
る
。

か
つ
て
、
著
者
は
英
宗
の
貫

父
で
あ
る
濃
王
の
誼
披
を
め
ぐ
る
「
濃
議
」
の
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
提
言
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
濃
議
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
研

と
り
わ
け
、
政
策
決
定
シ
ス
テ
ム
の
検
討
は
依
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
例
を
あ
げ
て
説
明
し
て
み
よ
う
。

究
に
よ
り
そ
の
討
議
の
内
容
や
参
加
者
、
及
び
事
件
の
顛
末
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
問
題
慮
理
の
手
績
き
や
討
議
参
加
者
の
護

言
権
と
い
っ
た
政
策
決
定
シ
ス
テ
ム
の
仕
組
み
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
事
件
の
全
容
を
知
る
た
め
に
は
、
こ
の
問
題
を
慮
理
す
る
上
で

機
能
し
た
「
議
」
や
「
劃
」
と
呼
ば
れ
る
政
策
決
定
シ
ス
テ
ム
の
持
つ
意
味
を
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

-マ

ま

嘗
該
時
代
の
政
治
構
造
の
寅
態
t主
明
ら
カミ

さ
れ
得
な
し、

の
で「
あ(専
る33制
。)圏

家

と
し、

っ
た
陵
昧
な
概
念
カミ

何
時
ま
で
も

人
歩
き
し
て
し

ク
ロ
政
治
皐
的
分
析
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
「
君
主
猫
裁
政
治
」

ま
た
、
政
治
空
間
や
政
治
時
聞
を
具
睦
的
に
表
す
、
宮
股
構
造
や
皇
帝
と
官
僚
た
ち
の
接
燭
の
あ
り
方
も
看
過
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
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Z
O円
ゲ
四
円
開
口
曲
目
が
明
ら
か
に
し
た

宮
殿
構
造
や
寝
室
で
繰
り
贋
げ
ら
れ
る
櫨
儀
作
法
や
儀
式
が
ル
イ
一
回
世
時
代
の
王
権
並
び
に
フ
ラ
ン

(
川
品
)

ス
宮
廷
祉
舎
の
階
層
秩
序
を
形
作
っ
て
い
た
と
の
指
摘
を
想
起
す
れ
ば
、
そ
の
意
味
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
著
者
が
論
じ
る
政
治
過
程
論
と
は
個
別
現
象
を
解
明
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
政
策
決
定
シ
ス
テ
ム
や
政
治
空
関
、
政
治
時
聞
を
も

考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
マ
ク
ロ
的
政
治
構
造
の
解
明
を
も
視
野
に
入
れ
た
方
法
論
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
回
提
示
し
た
政
治
史

料
の
解
析
法
は
そ
の
方
法
論
を
進
め
る
上
で
の
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
今
後
は
、
様
々
な
解
析
法
を
騒
使
し
て
進
め
て
き
た
諸
成
果
を
集

大
成
し
、
政
治
過
程
の
背
後
に
あ
る
政
治
構
造
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
は
宋
代
と
い
う
時
代
の
特
質
の
解
明
を
進
め
て
い
き
た
い
。

註(

1

)

政
治
過
程
論
に
つ
い
て
は
寺
地
遵
「
宋
代
政
治
史
研
究
方
法
試
論
|

治
飢
興
亡
史
論
克
服
の
た
め
に
」
〈
『
宋
元
時
代
史
の
基
本
問
題
』
、

汲
古
書
院
、
一
九
九
六
〉
、
及
び
卒
田
茂
樹
「
宋
代
政
治
史
研
究
の
現

朕
と
課
題
|
政
治
過
程
論
を
手
掛
か
り
と
し
て
|
」
(
『
ア
ジ
ア
遊
皐』

七
、
一
九
九
九
)
参
照
。

(
2
〉
『
長
編
』
、
『
甫
貫
録
』
、

『
曾
編
』
の
史
料
構
成
に
つ
い
て
概
観
し
て
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お
く
。
『
長
編
』
が
も
と
と
し
た
史
料
に
つ
い
て
、
李
療
自
身
は
、
乾

道
四
年
(
一
二
ハ
八
)
の
李
殺
の
上
表
に
「
努
采
異
聞
、
補
寅
録
・
正

史
之
関
略
」
と
あ
り
、
ま
た
淳
照
元
年
(
一
一
七
四
)
の
上
表
に
「
顧

此
六
十
年
事
、
於
貫
録

・
正
史
之
外
、

頗
多
所
増
盆
、
首
尾
略
究
端

緒
、
合
信
用
長
編
」
(
『
文
献
通
考
』
巻
一
九
三
、
史
部
、
編
年
)
と
述
べ

る。

つ
ま
り
、
い
ず
れ
も
笈
録
・
正
史
を
基
本
に
、
異
聞
史
料
を
参
考

史
料
と
し
て
用
い
る
と
い
う
方
針
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
異
聞
史
料
と
し
て
は
、
陳
停
良
『
止
斎
文
集
』
巻
四

O
、

嘉
邸
進
議
慈
租
遜
鐙
節
略
序
で
は
、

本
朝
図
書
、
有
日
暦
、
有
賓
録
、
有
正
史
、
有
曾
要
、
有
敷
令
、

有
御
集
、
又
有
百
司
専
行
指
揮
・
典
故
之
類
、
三
朝
以
上
叉
有
賓

訓
、
而
百
家
小
説
・
私
史
輿
士
大
夫
行
炊

・
誌
銘
之
類
、
不
可
勝

紀
。
自
李
時
限
作
績
通
鑑
、
起
建
隆
元
年
霊
靖
康
元
年
、
而
一
代
之

書
、
悲
見
於
此
、
可
謂
備
品
矢
。

と
自記さ
れ
る
よ
う
に
、
貸
録
、
正
史
以
外
に
、
日
暦
、
舎
裏
、
百
司
一専

行
指
揮
、
典
故
、
賓
訓
、
小
説
、
私
史
、
行
状
、

誌
銘
な
ど
多
様
な
書

物
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
資
延
鑑
の
政
文
で
は
、

李
文
備
公
園
相
通
鐙
長
編
一
室
ペ
今
世
所
出
降
、
僅
存
建
隆
至
治
卒
一

百
七
十
五
谷
、
蓋
帥
乾
遁
四
年
所
進
之
本
也
。
其
淳
田
川
元
年
綴
進

一岬

・
哲
以
下
回
朝
之
書
、
自
元

・
明
以
久
無
俸
本
。
今
七
閣
所
儲

永
祭
大
奥
本
雄
飲
徽
・
欽
二
紀
、
而
隈
寧
詑
元
符
爾
朝
三
十
徐
年

事
迩
、
惣
然
具
在
、
淘
笹
川
北
宋
紀
載
之
淵
薮
笑
。
其
中
分
注
・
考

異
詳
引
他
帝
一国、
而
於
紳

・
哲
之
代
尤
多
。
如
宋
舎
要

・
政
要

・
歴

明
間
側
ぺ
矧
副
司
川
副
酎
倒
瑚
閤
劃
到
パ
劃
劃
劃
割
ぺ
到
捌
岡
別

録

・
司
馬
温
公
日
記

・
王
荊
公
日
記

・
劉
撃
日
記

・
呂
大
防
政

目
・
呂
公
著
掌
記

・
曾
布
目
録
・
林
希
野
史

・
王
出
版
受
朝
論

・
欧

陽
靖
聖
宋
援
遺

・
部
氏
緋
語
諸
書
及
諸
家
俸
誌
碑
銘
、
皆
無
一
存

者
、
即
幸
有
惇
書
如
東
蔚
紀
事

・
深
水
記
聞

・
東
軒
筆
録

・
湘
山

野
録

・
玉
登
清
話
・
部
氏
関
見
録

・
筆
談

・
揮
援
銭
之
類
、
往
往

停
骨
時
説
院
、
亦
足
援
以
是
正
。
則
此
縞
非
特
足
以
考
定
宋

・
遼
二

史
関
靴
、
而
有
宋
一
代
雑
史
・
小
説
家
不
存
之
書
、
亦
可
頼
以
惇

其
十
二
、
誠
温
公
通
鑑
後
不
可
不
讃
之
書
也
。

と
あ
り
、
『
長
編
』
に
利
用
さ
れ
た
舎
要
、
政
要
、
寅
録
、
時
政
記
か

ら
各
種
の
日
記
、
随
筆
、
私
史
が
具
鐙
的
に
明
示
さ
れ
、
異
聞
史
料
が

多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
く
れ
る
。

次
に
、

『
要
録
』
は
、
「
付
出
高
宗
皇
一
帝
繋
年
要
録
指
揮
」
(
『
建
炎

以
来
朝
野
雑
記
』
甲
集
巻
首
)
に
よ
れ
ば
、

臣
伏
見
隆
州
郷
責
進
士
李
心
停
、
俸
逼
群
書
、
尤
熟
本
朝
故
事
、

嘗
謂
中
興
以
来
明
君
良
臣
盟
功
盛
烈
、
錐
己
見
之
寅
録
等
書
、
而

南
波
之
初
、
一
時
私
家
記
録
、
往
往
俸
聞
失
賞
、
私
意
飢
員
、
垂

之
方
来
、
何
所
考
信
。
子
是
纂
輯
科
係
、
編
年
記
載
、
専
以
日

暦

・
曾
要
震
木
、
然
後
網
羅
天
下
放
失
館
関
、
可
信
者
取
之
、
可

制
者
燐
之
、
可
疑
者
敏
之
、
集
衆
設
之
長
、
酌
繁
簡
之
中
、
久
而

成
編
。
名
建
炎
以
来
繋
年
要
録
。

と
あ
る
よ
う
に
日
暦
、
曾
要
を
主
と
し
た
と
見
え
る
。
ま
た
『
四
庫
全

書
総
目
』
各
四
七
建
炎
以
来
繋
年
要
録
に
は
「
以
園
史

・
日
暦
震
主
、

而
参
之
以
稗
官
野
記
・
家
乗
誌
欽
」
と
あ
る
よ
う
に
、
園
史
、
日
暦
を

主
と
し
た
と
あ
る。

な
お
、

『
要
録
』
の
成
書
は
嘉
定
三
年
(
一
一
一
一

O
〉
と
さ
れ
る

が
、

『
高
宗
正
史
』
の
編
纂
が
始
ま
る
の
が
嘉
泰
二
年

(
一二

O
二〉
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で
あ
り
、

高
孝
光
寧
四
一帝
の
『
中
興
四
朝
帯
紀
』
が
で
き
あ
が
る
の
が

淳一路
二
年

(
一二
四
二
)
と
さ
れ
る
よ
う
に
脅
紀
部
分
だ
け
で
四
十
年

ほ
ど
か
か
っ
て
い
る
。
た
だ
、

『
要
録
』
巻
二
の
注
に

「
臣
修
此
録
、

凡
繋
日
月
者
、
必
以
園
史
震
断
。
」
と
稽
し
て
お
り
、
編
纂
過
程
途
中

に
あ
っ
た
『
高
宗
正
史
』
を
利
用
し
て
い
る
か
と
恩
わ
れ
る
。
ま
た
、

乾
道
九
年
(
一

一
七
一
二
)
に
は
『
乾
道
中
興
曾
要
』
(
『
玉
海
」
各
五

一
に
援
れ
ば
、
建
炎
元
年
か
ら
紹
興
三
十
二
年
六
月
ま
で
記
す
)
、
淳

照
三
年

(
一一

七
六
)
に
は
李
烹
撰

『
高
宗
日
暦
』
一

千
巻
が
、
嘉
泰

二
年
に
は
『
高
宗
貫
録
』
が
上
書
さ
れ
て
い
る
。
以
上
か
ら
す
れ
ば
、

日
暦
、

賓
録
、
曾
要
、
園
史
の
何
れ
も
主
た
る
史
料
と
し
て
利
用
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
た
だ
、
山
内
正
博

「
建
炎
以
来
繋
年
要
録
注
援

引
篇
目
索
引
控
」
(
『
宮
崎
大
準
教
育
皐
部
紀
要
祉
曾
科
皐
』

一一
二、

一
九
六
七
)
に
基
づ
け
ば
、
注
に
屋
倒
的
に
引
か
れ
る
の
は
『
高
宗
日

麿
』
で
あ
る
。
ま
た
、
本
章
で
述
べ
る
官
撰
史
料
の
編
纂
過
程
か
ら
考

え
て
い
け
ば
、
他
よ
り
編
纂
過
程
が
早
く
、
膨
大
な
史
料
集
を
形
作
っ

て
い
た

『
高
宗
日
暦
』
が
果
た
し
た
役
割
は
相
嘗
大
き
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
。さ

ら
に

『
舎
編
』
の
取
材
史
料
に
つ
い
て
は
、
冒
頭
に
引
用
書
目

一

覧
が
附
さ
れ
て
お
り
全
鐙
像
が
わ
か
り
や
す
い
。
ま
た
、
徐
夢
華
の
序

に
よ
れ
ば

「
於
是
取
諸
家
所
設
、
及
詔

・
穀

・
制
・
詰

・
書

・
疏
・

奏

・
議

・
記
停
・
行
賞
・
碑
誌

・
文
集

・
雑
着
、
事
渉
北
盟
者
、
悉
取

鐙
衣
」
と
あ
る
よ
う
に
園
史
、
貫
録
は
取
材
相
到
象
と
し
て
明
記
さ
れ
な

い
。
ま
た
、

こ
の
他
、
本
書
内
に
は
、
洪
遜

『欽
宗
貫
録
』、
李
綱

『
建
炎
時
政
記
』
、
在
伯
彦
『
建
炎
中
興
日
暦
』
・
『
建
炎
時
政
記
』
と

い
っ
た
官
撰
史
料
の
引
用
も
見
ら
れ
る
。
た
だ
、
徐
夢
華
の
序
の
後
牢

に
は

「
如
洪
内
翰
遜
園
史
、
李
侍
郎
烹
長
編
弁
四
繋
録
己
上
太
史
氏、

葱
不
重
録
」
と
あ
る
。
恐
ら
く
、
年
月
日
及
び
事
件
の
顛
末
を
記
す
本

文
に
つ
い
て
は
、
洪
遁
『
四
朝
園
史
』
、
李
蕪
『
長
編
』
及
び

『
四
繋

銭
』
が
基
本
参
考
史
料
と
さ
れ
、
注
部
分
に
は
引
用
書
目
に
記
し
た
各

種
史
料
を
用
い
る
と
い
う
形
式
を
取
っ
て
い
た
と
恩
わ
れ
る
。
以
上
の

取
材
史
料
に
つ
い
て
は
、
裳
汝
誠
・

許
柿
藻

『
績
資
治
通
鑑
長
編
考

略
』
(
中
華
書
局
、

一
九
八
五
)
、
奈
崇
携

「南
宋
編
年
史
家
二
李
史

拳
研
究
浅
見
」

(
『
史
拳
史
研
究
』

一
九
八
六
|一一
〉
、
陳
繁
素

「
一一
一朝

北
盟
舎
編
考
」

(
『
園
立
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
六
|

二
、
三
、
一
九
三
六
・一

九
一ニ
六
〉
参
照
。

(

3

)

内
藤
湖
南

『
支
那
史
拳
史
』
(
弘
文
堂
、

一
九
四
九
)
及
び
稲
葉

一

郎
『
中
園
の
歴
史
思
想
|
紀
俸
睦
考
』
(
創
文
位
、

一
九
九
九
)
参

照。

〈

4
〉

F
E
吋
巧
号
。

z
E
4
3内
モ
5
3
h

A

刊。h

湖町立

同
叫足
。
q
c
E柏
町
、

H
F
内
吋
w
b
ぷ
叫
(
の
ω
g
r
z内田
町
叩

C
E〈
O
H
臼
』
門

司

p
o師

同

・

5由
N
)

及
び
松
本
保
宣
「
唐
代
後
半
期
に
お
け
る
延
英
殿
の
機
能
に
つ

い
て
」

(
『
立
命
館
文
皐
』
五
二
ハ
、
一

九
九

O
)
参
照
。
詳
細
は
、

雨
者
の
研
究
に
譲
る
が
、
時
政
記
の
起
こ
り
に
つ
い
て
、
『
唐
舎
要
』

径
六
三
は

「
長
室開
二
年
、
修
時
政
記
。
先
是
永
徽
以
後
、
左
右
史
唯
得

制
到
伎
承
旨
、
伎
下
後
謀
議
、
皆
不
問
。
文
昌
左
丞
挑
等
監
修
園
史
以
骨
周

一
帝
王
譲
訓
、
不
可
途
無
紀
述
。
若
不
宣
自
宰
相
、
卸
史
官
疎
遠
、
無
従

得
書
。
是
日
、
途
表
請
伎
下
所
言
軍
園
政
要
、
間
宰
相

一
人
撰
録
、
競

信
用
時
酔
記
。
」
と
記
す
。

(
5
〉
闘
は
王
雲
海

『
宋
舎
要
輯
稿
研
究
』
(
河
南
師
大
築
報
増
刊
、

一
九

八
四
)
、
表
汝
誠
・
許
柿
藻
『
績
資
治
遁
鑑
長
編
考
略
』
(
中
華
窪
田局、

-165ー



772 

一
九
八
五
〉
、
察
崇
傍
『
宋
史
修
史
制
度
研
究
』
(
文
津
出
版
社
、
一

九
九
一
)
等
を
参
考
に
作
成
。
賃
銭
に
附
俸
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
事
質
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
日
暦
に
臣
僚
俸

が
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
『
宋
舎
要
輯
稿
』
職
官

一
八

l
一
O
二

に
「
(
淳
照
)
三
年
二
月
二
十
四
日
、
秘
書
監
李
煮
言
、
太
上
皇
帝
日

暦
成
書
、
己
揮
日
進
呈
。
其
合
立
臣
僚
停
、
向
有
取
索
未
足
去
庭
、
見

行
催
促
、
侠
到
卸
類
褒
修
立
績
行
添
入
。
従
之
。」
と
あ
る
通
り
で
あ

る
。
な
お
、
闘
史
の
欄
に
「
(表
ど
と
-
記
し
た
の
は
、
『
三
朝
園
史
』、

『
爾
朝
園
史
』
、
『
四
朝
闘
史
』
、
『
中
興
四
靭
園
史
』
で
何
れ
も
が
帯

紀
、
志
、
停
よ
り
な
り
、
表
が
無
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
『
哲
宗
正

史
』
に
表
が
作
ら
れ
た
こ
と
は
、
『
玉
海
』
巻
四
六
「
淳
照
修
四
朝

史
」
に
「
大
槻
四
年
四
月
二
十
九
日
、
命
郷
久
中
等
修
哲
宗
正
史
。
政

和
二
年
四
月
三
日
、
帯
紀
成
。
四
年
五
月
二
十
二
日
、
進
哲
宗
正
史
喬一

紀
・
表
・
士
山
・
博
・
目
録
線
二
百
十
答
。
」
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。

(

6

)

朱
弁
『
曲
消
醤
関
』
各
九
は
、
時
政
記
と
起
居
注
、

日
麿
、
医
僚
行

吠
と
比
較
し
、
時
政
記
の
政
治
史
料
と
し
て
の
重
要
性
を
述
べ
る
。

ハ
7
)

家
俸

・
行
朕
・
墓
誌
か
ら
日
暦
臣
僚
停
、
貫
録
附
停
、
そ
し
て
園
史

列
停
へ
と
い
う
流
れ
は
あ
く
ま
で
も
想
定
で
あ
っ
て
、
史
料
を
比
較
す

る
限
り
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
貫
録
附
俸
は
著
名
な
官

僚
が
死
去
し
た
月
日
に
附
さ
れ
る
も
の
で
、
記
事
は
園
史
列
俸
の
系
統

を
縫
ぐ
『
宋
史
』
列
俸
と
比
べ
る
と
極
め
て
簡
略
で
あ
る
。
そ
の
一

方
、
『
宋
史
』
列
俸
に
見
ら
れ
な
い
記
事
も
あ
り
、
編
纂
者
が
適
宜
、

史
料
選
捧
を
行
っ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

(

8

)

『
明
史
』
巻
二
八
五
、
徐
一
養
俸
に
よ
れ
ば
、
元
代
に
は
日
磨
、
起

居
注
が
設
け
ら
れ
ず
、
中
書
省
に
時
政
科
が
置
か
れ
、
文
事
嫁
が
史
料

を
整
理
し
、
史
館
に
迭
っ
て
い
た
と
す
る
。

(
9
)

謝
貴
安
『
明
寅
録
研
究
』
(
文
津
出
版
社
、
一
九
九
五
)
参
照
。

(
川
山
)
奈
崇
携
『
宋
代
修
史
制
度
研
究
』
(
文
津
出
版
社
、
一
九
九
一
〉
参

照
。
察
氏
は
起
居
注
は

「修
注
官
記
録
皇
帯
言
動
」
、
「
臣
僚
録
報
帯

語
」
、
「
百
司
供
報
修
注
事
件
」
の
三
つ
の
史
料
を
主
と
し
て
編
纂
さ

れ
、
時
政
記
は
「
宰
執
大
臣
封
於
軍
園
政
要
之
記
録
」
、
「
中
書
輿
植

密
院
日
常
事
之
楢
案
材
料
」
、
「
政
府
百
司

・
内
外
匡
僚
之
表
奏
」
の

三
つ
の
史
料
を
主
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
と
い
う
。
起
居
注
に
つ
い
て
は

現
存
す
る
も
の
が
殆
ど
無
い
た
め
確
認
が
難
し
い
が
、
時
政
記
に
つ
い

て
は
『
長
編
』
に
残
る
時
政
記
史
料
を
見
て
い
く
限
り
、
本
文
で
示
し

た
設
明
が
受
賞
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
日
)
『
宋
曾
要
輯
稿
』
職
官
二
|
一
三
、
紳
宗
正
史
職
官
志
に
よ
れ
ば
、

起
居
注
の
官
は
、
自
孟-
帝
が
正
殿
で
政
務
を
執
る
際
に
は
、
臨
席
が
許
さ

れ
ず
、
便
殿
で
政
務
を
執
る
際
及
び
大
朝
食
に
臨
席
し
、
ま
た
行
幸
に

附
き
従
い
、
皇
帝
の
言
動
に
つ
い
て
記
録
を
取
っ
た
と
い
う
。
た
だ
、

孝
宗
の
隆
輿
元
年
(
一
二
ハ
三
)
五
月
一
日
の
僚
の
胡
鐙
の
渡
言
に
見

え
る
よ
う
に
、
臨
席
で
き
る
場
合
で
も
、
起
居
注
の
官
の
立
つ
位
置
は

皇
帝
か
ら
離
れ
て
お
り
、
十
分
言
動
を
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
と
い
う
(
『
宋
曾
要
輯
稿
』
職
官
二
|
一

九
)
。
現
在
、
周
必
大
「
起

居
注
葉
」
(
『
文
忠
集
』
袋
一
五
三
〉
、
周
密
「
乾
淳
起
居
注
」
(
『
設

部
』
(
宛
委
山
堂
刊
本
)
巻
四
二
)
の
二
つ
の
起
居
注
が
残
る
が
、
僅

か
に
皇
位
の
潤
譲
、
誕
節
、
太
皇
太
后
へ
の
封
加
と
い
っ
た
、
皇
-
帝
並

び
に
太
上
皇
-
帝
に
関
す
る
儀
障
の
記
事
や
、
皇
帝
の
太
上
自
主
喬
一
へ
の
御

機
嫌
伺
い
な
ど
の
皇
帯
に
随
行
し
た
際
の
記
事
を
停
え
る
の
み
で
あ

る。
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(
ロ
〉
『
綾
資
治
遁
鑑
長
編
』
の
構
成
を
、
注
記
さ
れ
て
い
る
典
援
を
手
掛

か
り
に
概
観
す
る
と
次
の
通
り
と
な
る
。
本
文
は
基
本
的
に
賓
録
、
園

史
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
。
皇
脅
に
関
す
る
記
述
は
『
御
集
』
(
皇
帯

の
詔
、
御
筆
、
手
詔
、
上
批
を
集
め
た
も
の
)
や
『
管
訓
』
(
起
居

注
、
時
政
記
、
目
暦
、
貧
録
中
の
記
事
の
内
、
園
史
に
入
れ
な
い
皇
帝

の
聖
政
の
事
跡
を
集
め
た
も
の
〉
が
利
用
さ
れ
る
。
政
治
の
過
程
を
詳

細
に
記
す
際
に
は
時
政
記
や
日
記
が
利
用
さ
れ
る
。
臣
下
の
上
奏
文
を

記
す
際
に
は
『
文
集
』
や
『
一
元
結
密
疏
』
・
『
編
類
章
疏
』
(
徽
宗
朝

に
、
奮
法
黛
を
嘩
座
す
る
た
め
に
臣
下
の
上
奏
文
を
編
纂
さ
せ
た
も

の
)
が
利
用
さ
れ
る
。
制
度
に
つ
い
て
記
す
際
に
は
『
舎
要
』
が
利
用

さ
れ
、
個
人
の
俸
記
に
つ
い
て
は
家
停
・
行
吠
・
墓
誌
、
或
い
は
私

史
・
野
史
が
巧
み
に
利
用
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
紳
宗
朝
、
哲
宗
朝
に

お
い
て
、
自
主
帯
と
官
僚
と
の
や
り
と
り
な
ど
の
生
々
し
い
政
治
の
寅
態

を
描
く
際
に
日
記
を
利
用
し
て
い
る
の
が
、
他
書
に
見
ら
れ
な
い
本
書

の
際
立
っ
た
特
徴
で
あ
る
。
日
記
が
、
政
治
の
賞
態
を
知
る
上
で
重
要

な
史
料
で
あ
る
こ
と
を
李
蕪
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て

く
れ
る
。
な
お
、
王
安
石
、
司
馬
光
の
日
記
と
貫
録
編
纂
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
様
々
な
書
物
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
例
を
奉
.
け
れ

ば
、
王
明
清
『
玉
照
新
士
官
各
一
に
「
元
茄
初
修
榊
宗
貫
録
」
が
司
馬

光
の
『
深
水
記
聞
』
の
記
事
を
、
「
新
士
山
」
が
王
安
石
の
『
王
荊
公
目

録
』
の
記
事
右
多
く
採
用
し
、
編
纂
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

(
日
〉
『
長
編
』
の
注
は
、
断
片
的
な
が
ら
時
政
記
に
つ
い
て
多
く
の
記
述

を
残
し
て
く
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
も
の
と
し
て
は
、
『
要
録
』
に

は
在
伯
彦
『
時
政
記
』
、
李
郁
『
時
政
記
』
、
宋
撲
『
時
政
記
』
、
貌
師

遜
『
時
政
記
』
、
折
彦
質
『
時
政
記
』
、
『
舎
編
』
に
は
在
伯
彦
『
時
政

記
』
、
李
綱
『
建
炎
時
政
記
』
の
引
用
が
見
え
る
。
そ
の
他
、
『
郡
資

讃
書
士
山
』
巻
六
、
雑
史
類
に
は
「
嘉
結
時
政
記
一
巻
。
右
皇
朝
奥
套
・

越
綬
・
欧
陽
僑
記
立
英
宗
事
弁
貿
易
論
緯
埼
定
策
疏
附
於
後
。
」
と
あ

り
、
『
宋
史
』
各
二

O
三
、
義
文
二
編
年
類
に
「
度
宗
時
政
記
七
十
八

加
」
、
「
元
一
路
時
政
記
一
巻
」
、
故
事
類
に
「
韓
絡
・
奥
充
橿
密
院
時
政

記
十
五
巻
」
と
見
え
る
。

(
M
〉
序
に
は
「
謹
以
省
記
到
昨
任
宰
相
日
所
得
聖
語
・
所
行
政
事
・
賞
罰

鰍
捗
之
大
略
、
著
於
篇
。
」
と
あ
り
、
ま
た
『
玉
海
』
各
四
八
、
景
徳

時
政
記
の
僚
に
「
紹
興
四
年
三
月
十
八
日
、
詔
自
建
炎
元
年
五
月
一
日

至
四
年
四
月
一
日
以
前
時
政
記
、
令
前
宰
執
省
記
編
類
。
十
月
七
日
、

祭
書
福
密
胡
松
年
以
建
炎
四
年
十
一
月
至
紹
興
元
年
四
月
時
政
記
六
巻

上
之
。
詔
付
史
官
。
五
年
三
月
十
二
日
乙
酉
、
観
文
大
祭
士
李
綱
進
建

炎
時
政
記
二
加
、
付
史
館
。
」
と
あ
る
。

(
日
〉
本
来
の
時
政
記
の
記
述
は
、
も
っ
と
詳
細
な
も
の
で
あ
っ
た
と
恩
わ

れ
る
。
例
え
ば
、
『
長
編
』
巻
二
一

O
に
は
、
元
砧
賓
録
(
奮
法
黛
側

の
手
に
よ
り
元
一
路
年
関
に
編
纂
さ
れ
た
『
神
宗
貧
録
』
)
に
採
録
さ
れ

た
王
安
石
の
時
政
記
を
次
の
よ
う
に
記
録
し
て
い
る
。

王
安
石
著
時
酔
記
日
、
(
呂
)
公
著
数
言
事
失
賞
、
叉
求
見
、
言

朝
廷
申
明
常
卒
法
意
、
失
天
下
心
。
若
韓
埼
因
人
心
如
越
鞍
翠

甲
、
以
除
君
側
悪
人
。
不
知
陛
下
何
以
待
之
。
因
沸
泣
論
奏
、
以

震
此
祉
稜
宗
廟
安
危
存
亡
所
繋
、
叉
屡
求
罷
言
職
。
上
察
其
潟

姦
、
故
則
。
初
、
上
欲
明
言
公
著
罪
獄
、

A
官
曾
公
亮
等
以
旨
稔
賞

制
合
人
。
公
宜
知
識
宋
敏
求
草
制
但
言
引
義
未
安
而
己
。
安
石
日
、

聖
旨
令
明
言
罪
吠
、
若
但
言
引
義
未
安
、
非
旨
也
。
敏
求
草
創
如

公
亮
所
数
。
翌
日
再
取
旨
、
公
亮
・
陳
升
之
・
越
林
等
皆
争
以
震
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不
可
。
上
回
、
公
著
有
遠
近
虚
名
、
不
明
言
罪
状
、
則
人
安
知
其

所
以
則
、
必
復
紛
紛
失
。
公
亮
等
以
魚
、
如
此
則
四
方
俸
聞
大
臣

有
欲
摩
甲
者
、
非
使
、
且
子
韓
埼
不
安
。
上
目
、
既
則
公
者
、
明

其
言
妄
、
則
韓
古
川
無
不
安
之
理
、
雌
師
陣
関
子
四
方
、
亦
何
所
不

便
。
公
一
先
等
猶
力
争
、
至
日
肝
、
上
終
弗
許
、
而
面
令
升
之
改
定

制
僻
行
之
。

(
日
)
『
宋
史
』
袋
二

O
三、

慈
文
志
に
は
『
傍
王
目
録
』

一一一
各
に
加
え

て
、
『
隈
寧
奏
針
』
七
八
巻
、
王
安
石
撲
と
い
う
番
目
が
見
え
る
。

『
郡
資
説
書
士
山
』
、

『
直
驚
畳
一
回
録
解
題
』
に
よ
れ
ば

『
王
氏
目
録
』
八

O
巻
、

コ鉱
山
日
銀
』
二

ot位
、

『
照
寧
目
録
』
四

O
各
と
い
う
書
目

が
見
え
る
。

丁
則
良

「王
安
右
目
録
考
」
(『
清
華
皐
報
』
一
一
一
一
1
1
1

二、

一
九
四
一
)
は
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
同
じ
書
物
を
指
し
、
正
式
に
は

『
王
安
石
照
寧
奏
針
録
』
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。
ま
た
、
楊
仲
良

『
長
編
紀
事
本
末
』
巻

一
一
一
九
に
は
、

(
建
中
靖
図
元
年
八
月
)
甲
寅
、
三
省
進
呈
。
上
顧
曾
布
日
、
如

此
報
恩
地
邪
。
布
日
、
本
不
欲
喋
喋
、
然
理
有
嘗
陳
者
、
不
敢

己
。
臣
紹
聖
初
在
史
院
、
不
及
雨
月
、
以
元
耐
所
修
費
録
、
凡

司
馬
光
日
記
・
雑
録
、
或
得
之
侍
関
、
或
得
之
賓
客
、
所
記
之

事
、
鮮
不
循
載
。
而
王
安
石
有
目
録
、
皆
賞
日
君
臣
面
封
反
復
之

語
、
乞
取
付
史
院
照
針
編
修
。

と
見
え
る
よ
う
に
、
合
布
は
王
安
石
目
録
が
紳
宗
と
「
針
」
を
行
っ
た

際
の
記
録
と
述
べ
て
い
る
。

(
刀
)

ほ
ぼ
同
じ
内
容
が
『
長
編
』
各
二
三
二
、
照
寧
五
年
四
月
の
僚
に
も

見
え
る
が
、
『
長
編
』
は
「
余
」
の
部
分
を

「
王
安
石
」
と
書
き
換
え

て
お
り
、
ま
た
内
容
に
若
干
の
差
異
が
見
ら
れ
る
。
日
記
の
形
式
と
し

て
は
、

『
長
編
』
巻
二
二
三
、
照
寧
四
年
五
月
の
僚
の
注
に
も
「
余
震

上
別
自
言
事
賞
、
上
園
洞
見
本
来
事
矢
。

」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
余」、

「
上
」
と
い
う
形
で
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。

(
四
)
『
王
安
石
日
銀
』
は
『
長
編
』
の
注
に
採
録
さ
れ
て
い
る
以
外
に
、

陳
瑠
『
四
明骨件
発
集
』
に
も
採
録
さ
れ
て

い
る
。
『
四
明
写
実
集
』

は

『王
安
石
目
録
』
を
引
き
な
が
ら
、
王
安
石
の
政
治
並
び
に
彼
の
行
動

を
批
剣
す
る
。
そ
の
主
要
な
批
判
黙
と
し
て
歴
代
皇
帝
並
び
に
紳
宗
皇

需
に
封
す
る
不
遜
な
態
度
を
取
っ
た
こ
と
が
詳
細
に
記
さ
れ
て

い
る。

(
印
〉
こ
の
他
に
も
週
英
殿
で
の
ご
進
講
の
様
子
を
記
し
た

ω「
週
英
議

資
治
、通
鑑
録
」
、
助
「
遜
芙
論
利
口
銭
」
、

ω「
呂
恵
卿
誘
威
有
一
徳

録
」、

白玉帯
の
面
前
で
の
「
針
」
の
様
子
を
記
し
た

ω「
奏
街
並
禦
蘇

拭
等
録
」
、
同
「
延
和
登
針
乞
外
補
録
」
、
経
径
一
留
身
並
び
に
延
和
殿
で

の
「
針
」
を
記
し
た
刷
「
遜
英
奏
針
録
」
な
と
が
「
手
録
」
の
中
に

枚
め
ら
れ
て
い
る
(
『
増
康
司
馬
温
公
全
集
』
汲
古
書
院
)
。

こ
の
中
で

は

ωの
よ
う
に
、

『
史
記
』
、

『
資
治
通
鑑
』
の
諮
義
を
す
る
一
方
、

呂
恵
卿
、
司
馬
光
、
王
珪
、
呉
申
等
経
箆
官
と
皐
帝
の
聞
で
、
制
置
三

司
常
例
司
、
青
苗
法
、
坐
倉
法
な
ど
が
論
議
さ
れ
て
お
り
、
経
径
の
場

が
単
に
皐
聞
の
講
義
を
行
う
場
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
く
れ
る。

ま
た
、
同
で
は
、
照
寧
元
年
、
共
に
翰
林
拳
士
で
あ
っ
た
司
馬
光
、
王

珪
、
王
安
石
が
延
和
殿
で
「
針
」
を
行
い
、
司
馬
光
と
王
安
石
が
財
政

問
題
を
め
ぐ
り
激
し
い
論
議
を
展
開
し
て
い
る
。

(
却
)
拙
稿
「
宋
代
の
言
路
官
に
つ
い
て
」
(
『
史
皐
雑
誌
』

一
O
一
l
t六
、

一
九
九
二
〉
。

(
幻
)
岡
本
不
二
明
「
宋
代
日
記
の
成
立
と
そ
の
背
景
|

|
歓
陽
倫
「
子
役

士
山
」
と
責
庭
堅

「
宜
州
家
乗
」
を
手
が
か
り
に
」

(
『
岡
山
大
祭
文
拳
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部
紀
要
』
一
八
、
一
九
九
二
)
参
照
。
な
お
、
奥
洪
津
『
宋
人
年
譜
集

目

宋

編

宋
人
年
譜
選
刊
』
(
巴
萄
書
社
、
一
九
九
五
〉
は
、
自
選
年

譜
の
例
と
し
て
「
劉
忠
粛
公
行
年
記
」

と
「
文
山
紀
年
録
」
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
。
前
者
は
十
八
の
日
記
例
の
一
つ
と
し
て
紹
介
し
た

「劉
撃

日
記
」

で
あ
り
、
後
者
も
内
容
を
見
る
限
り
、
文
天
鮮
が
残
し
た
と
思

わ
れ
る
政
治
日
記
と
彼
の
履
歴
と
を
つ
な
げ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

し
か
し
、
詩
人
年
譜
・
編
年
詩
文
集
が
南
宋
時
期
に
流
行
し
た
こ
と

が
、
浅
見
洋
二
氏
の
宅
吋
宮
臼
Z
L可
O
同

H
5
2
ミ

g

E
え

0
2
2
-

8
5
2
目
印
符
ユ
と
・
同
o
n
C
M
E問
。
ロ
岳
o
g円
自
白
ぜ
。
。
伸
一
n
v
u
g
ミ
.
w

N
F偽
匂

HR札
-z
。¥
h叫

S
h川
町
走
。
ミ
」
可
、
。
吉
岡
芯
河
内
3
y
h
H民
言
。
L

可

思
.
5
5ミ
ミ
ミ
志
向
h
u

吋
v
o
HNO臼

g『

n
r
o『
o
g
唱
。
同
百
三
o
ュ2-

冨
巳

2
5
z
z
ω
o口
問
。

E
E
-
N。。。

の
論
文
で
紹
介
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
年
譜
と
日
記
の
流
行
と
の
聞
に
は
何
か
連
闘
が
あ
る
か
も
知

れ
な
い
。
ま
た
、
南
宋
代
、
「
日
記
」
と
い
う
名
前
が
明
確
に
残
っ
て

い
る
も
の
と
し
て
劉
克
妊
の
「
扱
垣
日
記
」

(
『
後
村
先
生
大
全
集
』

各
八

O
)
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
中
書
合
人
に
つ
い
た
劉
克
娃
が
専
権

宰
相
史
嵩
之
の
致
仕
の
制
詰
に
関
わ
り
、
そ
の
た
め
弾
劾
を
受
け
て
罷

菟
さ
れ
る
ま
で
の
経
緯
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
文
天
鮮
の
事
例
も

併
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
日
記
と
い
う
の
は
南
宋
代
に
お
い

て
も
か
な
り
書
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
各
種
『
書

目
』
に
は
言
行
録
、

筆
録
、
遣
事
等
の
名
の
書
物
が
あ
り
、

こ
う
し
た

書
物
が
子
孫
、
門
人
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
こ

れ
ら
の
史
料
の
も
と
に
な
る
日
記
が
存
在
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
あ
く

ま
で
も
、
本
論
文
の
主
旨
は
政
府
の
官
撰
史
料
の
中
に
日
記
が
採
録
さ

れ
に
く
い
吠
況
が
次
第
に
強
ま
る
傾
向
を
指
摘
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い

こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

(
辺
〉
陳
穣
『
四
明
傘
桑
集
』
巻
こ
に
は
、

臣
陳
落
論
日
、
照
寧
元
年
、
紳
考
内
出
手
詔
、
付
中
書
門
下
回
、

除
額
承
英
考
之
遺
烈
、
致
点
亭
述
美
之
意
、
未
常
須
央
忘
之
也
。
其

時
政
記
・
起
居
注
不
能
具
載
者
、
非
均
陸
大
臣
詳
記
而
博
緯
之
、

殆
将
零
落
失
。
今
著
其
録
、
必
籍
事
賞
。
卿
等
其
綱
血
争
篠
布
以
備

記
述
、
使
明
並
日
月
歴
首
内
事
而
不
晦
。

と
見
え
、
日
記
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
柳
宗
が
、
時
政
記
、
起

居
注
に
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
記
事
を
宰
執
た
ち
よ
り
積
極
的
に
提
出
を

求
め
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

(
幻
)
『
宋
史
』
径
三
七
六
、
常
岡
市
博
に
よ
れ
ば
、

先
是
、
同
嘗
上
疏
論
榊
・
哲
二
史
日
、
章
惇
・
察
京
・
禁
下
之
徒

積
惑
造
諺
、
痛
加
謹
語
、
是
非
顛
倒
、
循
致
乱
危
。
在
紹
聖
時
、

則
章
惇
取
王
安
石
目
録
私
書
改
修
一
紳
宗
貧
録
、
在
崇
寧
後
、
則
禁

京
選
焚
時
政
記

・
日
歴
、
以
私
意
修
定
哲
宗
寅
録
。
其
閉
所
載
、

悉
出
一
時
姦
人
之
論
、
不
可
信
於
後
世
。

と
あ
り
、
察
京
は
時
政
一
記

・日
暦
を
燃
や
し
、
私
意
に
基
づ
い
て
『
哲

宗
貫
録
』
を
編
纂
し
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
『
要
録
』
巻
七
六
に
あ

る
恭
密
躍
の
上
言
に
「
哲
宗
皇
帝
貫
録
、
係
崇
寧
以
後
奈
京
提
翠
編

修、

叙
事
之
外
、
多
是
櫓
飾
語
言
、

第
移
是
非
、
殆
非
貧
録
之
雄
、
成

書
之
後
、
其
嘗
時
時
政
記
等
態
干
文
字
、
叉
皆
焚
案
。
」
に
よ
っ
て
も

確
認
さ
れ
る
。

ま
た
、
『
宋
史
』
巻
四
七
三
、
秦
槍
俸
に
よ
れ
ば
、

槍
乞
禁
野
史
。
叉
命
子
刷
用
以
秘
書
少
監
領
園
史
。
進
建
炎
元
年
至

紹
興
十
二
年
日
暦
五
百
九
十
巻
。
熔
因
太
后
北
還
、
自
煩
槍
功
徳

-169ー



776 

凡
二
千
徐
言
、
使
著
作
郎
王
揚
英
・
周
執
羨
上
之
、
皆
濯
秩
。
自

槍
再
相
、

凡
前
罷
相
以
来
詔
書
章
疏
梢
及
檎
者
、
率
更
易
焚
棄
、

日
暦

・
時
政
亡
失
己
多
、
是
後
記
録
皆
熔
筆
、
無
復
有
公
是
非

失。

と
あ
り
、
秦
槍
は
高
宗
日
暦
(
建
炎
元
年
か
ら
紹
興
十
二
年
ま
で
。
五

九
O
巻
〉
を
息
子
の
秦
煙
に
作
成
さ
せ
、
ま
た
秦
檎
か
最
初
に
宰
相
を

辞
め
さ
せ
ら
れ
た
以
降
の
、
秦
槍
に
関
わ
る
詔
救
・
上
奏
文
を
す
べ
て

燃
や
さ
せ
た
と
い
う
。
そ
の
際
に
、
日
暦
・
時
政
記
の
か
な
り
の
部
分

が
失
わ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
「
元
一
路
黛
禁
」
及
び
「
文
字
獄
」
、

「
私
史
・
野
史
の
禁
」
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
宋
代
の
朋
篤
と
詔
獄
」

(
『
人
文
研
究
』
四
七
|
八
、
一
九
九
五
)
参
照
。

(
但
)
註
(
4
〉
前
掲
松
本
論
文
参
照
。

(
お
)
「
劉
」
と
「
議
」
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
宋
代
政
治
構
造

史
論
|
|
針
と
議
を
手
掛
り
と
し
て
|
|
」
〈
『
東
洋
史
研
究
』
五
一
一

|
四
、
一
九
九
四
〉
及
び
註
(

1

)

前
掲
の
「
宋
代
政
治
史
研
究
の
現
朕

と
課
題
|
|
政
治
過
程
論
を
手
掛
か
り
と
し
て
|
|
」
(
『
ア
ジ
ア
遊

事
』
七
、
一
九
九
九
〉
参
照
。

〈
部
〉
『
皇
朝
中
興
大
事
記
』
巻
一
「
復
穂
針
故
事
」
に
は
、
「
園
朝
、
宰

輔
宣
召
、
侍
臣
論
思
、
経
鐙
留
身
、
翰
苑
夜
封
、
二
史
直
前
、
百
官
輪

封
、
監
司
・
帥
守
見
僻
、
小
臣
特
引
、
三
館
封
章
、
臣
民
拘
匹
、
太
皐

生
伏
閥
、
外
臣
附
騨
、
京
局
愛
馬
遁
鋪
、
蓋
無
一
人
市
不
可
言
也
。
是

意
也
、
雄
開
断
於
紹
聖
以
後
、
而
盤
復
於
中
興
之
日
突
。
」
と
見
え
る
。

細
か
な
「
劉
」
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
宋
代
政
治

構
造
史
論
1

1
鈎
と
議
を
手
掛
り
と
し
て
|
|
」
(
『
東
洋
史
研
究
』

五
二

l
四
、
一
九
九
四
〉
参
照
。

拙
稿
「
宋
代
の
宮
廷
政
治
|
|
「
家
」
の
構
造
を
手
掛
か
り
と
し
て

|
|
」
(
『
公
家
と
武
家
E

「
家
」
の
比
較
文
明
史
的
考
察
』
思
文

閣
、
一
九
九
九
)
参
照
。

(
錦
)
『
長
編
』
各
五
三
、
成
卒
五
年
十
月
己
巳
の
僚
に
「
盤
銭
使
王
嗣
宗

言
、
自
今
三
司
奏
事
、
有
可
紀
者
、
時
一
一
同
令
剣
使
一
人
撰
録
迭
史
館
。
上

回
、
コ
一
司
務
繁
、
若
日
有
著
撰
、
必
妨
公
務
、
可
令
逐
季
録
途
。
」
と

あ
る
。

(
却
)
『
郡
斑
府
讃
書
士
山
』
巻
七
、
職
官
類
に
、
「
嘉
一
服
御
史
憂
記
五
十
巻
。

右
皇
朝
宮
崎
潔
己
撰
。
御
史
肇
有
記
、
始
於
武
后
時
挑
庭
街
。
其
後
韓

琉
・
掌
述
嗣
有
紀
著
。
嘉
結
中
王
鴎
ム
叩
潔
己
綴
之
、
乃
上
白
太
租
建
隆

之
元
、
迄
於
裏
茄
之
末
、
九
一
百
四
年
、
分
門
載
其
名
氏
行
事
九
三
百
徐

人
。
」
或
い
は
「
新
御
史
蔓
記
。
右
皇
朝
宋
聖
寵
編
。
崇
寧
中
塑
寵
震

察
官
、
績
韓
碗
書
、
威
用
其
規
式
、
所
異
者
、
不
震
諸
人
立
停
、
於
儀

制
、
救
令
格
式
信
用
詳
。
後
人
綬
至
紹
興
九
年
」
と
あ
る
。

(

ω

)

王
徳
毅
「
宋
代
的
起
居
注
輿
時
政
記
之
研
究
」
(
『
中
央
研
究
院
第

二
眉
園
際
漢
皐
曾
議
論
文
集
』
歴
史
輿
考
古
組
(
下
朋
〉
、
一
九
八
九
)

参
照
。

(
紅
〉
『
宋
史
』
巻
二

O
三
、
故
事
類
に
は
磐
儀
之

「
淳
照
経
建
日
進
故
事

一
各
、
叉
淳
照
東
宮
日
納
故
事
一
巻
」
が
見
え
る
。
鴛
儀
之
は
起
居
郎

衆
侍
講
な
ど
の
経
鐙
官
を
つ
と
め
た
人
物
で
あ
り
、
「
中
興
東
宮
官
寮

題
名
」
(
『
宋
中
興
百
官
題
名
』
所
枚
)
の
「
東
宮
官
」
に
よ
れ
ば
、

鴛
儀
之
は

「
淳
照
九
年
五
月
以
起
居
郎
乗
侍
講
、
十
二
月
升
兼
左
議

徳
、
十
年
正
月
除
乗
吏
部
侍
郎
侃
兼
、
二
月
二
日
升
兼
左
庶
子
、
四
月

除
集
英
殿
修
撰
知
静
江
府
。
」
と
あ
る
。

(
位
〉
明
代
に
は
宋
代
の
よ
う
な
「
封
」
シ
ス
テ
ム
の
活
用
は
見
ら
れ
な

(

幻

)
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ぃ
。
た
だ
、
題
本
と
呼
ば
れ
る
皇
帝
と
官
僚
関
を
繋
ぐ
文
書
が
盛
ん
に

用
い
ら
れ
て
お
り
、
皇
帝
と
官
僚
と
の
直
接
的
な
意
見
交
換
を
機
軸
と

し
て
政
治
意
思
決
定
を
は
か
ろ
う
と
す
る
宋
代
の
基
本
方
針
は
縫
承
さ

れ
て
い
る
。
以
上
に
つ
い
て
は
、
王
其
築
『
明
代
内
閣
制
度
史
』
(
中

華
書
局
、
一
九
八
九
)
、
谷
井
俊
仁

「改
票
考
」
(
『
史
林
』
七
三
|

五
、
一
九
九

O
〉
、
楼
井
俊
郎
「
明
代
題
奏
本
制
度
の
成
立
と
そ
の
繁

容
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
五
一
|
二
、
一
九
九
二
)
、
張
治
安
『
明
代
政

治
制
度
研
究
』
(
聯
経
出
版
、
一
九
九
一
己
参
照
。

(
お
〉
註
(
お
〉
前
掲
の
拙
稿
「
宋
代
政
治
構
造
史
論
|
|
封
と
議
を
手
掛
り

777 

と
し
て
1
1
l
」
〈
『
東
洋
史
研
究
』
五
一
一
|
四
、
一
九
九
四
〉
。
マ
ク
ロ

政
治
皐
的
分
析
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く

註〈
1
〉
前
掲
の
「
宋
代
政
治
史
研
究
の
現
吠
と
課
題
l
l
|
政
治
過
程
論

を
手
掛
か
り
と
し
て
|
|
」
(
『
ア
ジ
ア
遊
皐
』
七
、
一
九
九
九
)
で

燭
れ
た
。

(
川
叫
)
ノ
ル
ベ
ル
ト
・
エ
リ
ア
ス
著
・
波
田
節
夫
〔
ほ
か
]
-
諜
『
宮
廷
社

舎
日
王
権
と
宮
廷
貴
族
階
層
に
関
す
る
祉
舎
率
的
研
究
』
(
法
政
大
皐

出
版
局
、
一
九
八
一
)
。
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Li Shi-min 李世民and his brothers, and posthumous awards also ceased

after the Zhen-guan 貞観ｅrａ｡

　　

The numbers of the hu-ben ban-jian bestowed within the hierarchy in

which the emperor stood at the apex indicates that the emperor's authority

in the Han and ＳｉχDynasties had yet to be established as absolute.

Therefore, the aim of imperial authority to gradually reduce the number of

bestowals on subjects can be understood as an effortto centralizeimperial

authority.

METHODS OF ANALYZING SONG POLITICAL RECORDS,

EMPLOYING OFFICIAL RECORDS OF ADMINISTRATIVE

　　　　　　　

AFFAIRS AND PRIVATE DIARIES

HiRATA Shigeki

　　

The study of the political history of the Song has progressed by

focusing on such privately edited chronicles as the representative χzzｚf･ｄ

tｏｎｇ-iianｚｈａｎｇ-bian績資治通鑑長編of Li Tao 李熹.Ｔｈｅｓe historical

chronicles were composed mainly by using official historical records such

as court diaries起居注, records of administrative affairs時政記, daily

calendars

　

日暦, veritable records 寅録, and national histories 國史, and

secondarily by using private 私史and ｕｎｏ伍cialhistories野史, epitaphs墓

誌and accounts of conduct 行状ｅtｃ･

　　

In this paper, l have attempted to reconstruct the original sources which

were used in the compilatory process of the privately compiled chronicles,

by means of using the authoritative sources and other original materials

mentioned in the annotations, and also to consider the character of the

compilatory process of political records in the Song and the close relations

between the ｏ伍cially compiled historical records and the political structure

of the Song. The results of these considerations are as follows.

　　

First, in the process of compiling officially edited historical records, a

daily calendar would be compiled on the basis of the court diary and

record of administrative affairs, then ａ veritable record would be compiled

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－7－



from the daily calendar, and the national history was compiled on the

basis of the veritable record. Among these materials, the record of ad-

ministrative affairs,recorded in turns by Grand Councillors and Executive

Officials宰執who discussed political affairs with the emperor, was the

most important｡

　　　

Second, the Grand Councillors and Ｅχecutive Officials would write

their private political diaries and the records of administrative affairs at the

same time. The contents of these diaries resembled that of the records of

administrative affairs, being primarily ａ record of political discussions with

the emperor. These diaries served the purposes of supplying records for the

records of administrative affairs and making memoranda of political affairs.

Furthermore, it has been ｃｏｎ血ｍｅｄthat other high-ranking officials also

wrote private diaries. This is thought to be related to the fact these records

were required to be presented to the government, when the veritable record

was being compiled｡

　　　

Third, in addition to the records of administrative affairs and private

diaries, all historical materials used in government compiled historical

records we｢e closely related to the political structure of the day. The Song

was the period when the political system known as the dui 對, where

bureaucrats might state their opinions　directly　to　the　emperor, was

developed. The development of this system had great significance on the

fact that such political discussions between the emperor and his bureaucrats

have been retained, and is thought to have resulted in the birth of such

political records as the records of administrative affairs and private political

diaries｡

　　　

In summary, as political records were compiled in close relation to the

political st°cture of the day, in order to analyze these political records we

must turn our attention to the political circumstances under which the

records were created, and grasp the policy-making process.

- ８－


